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)
(
三
)

|
|
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主
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・
連
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|
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序
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一
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会
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一

節
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入
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節
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命

期

1
|
〈
市
民
的
公
共
性
〉
と
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
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説論

第
三
節
世
紀
転
換
期
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
|
|
〈
社
会
科
学
の
公
共
性
〉

第
四
節
一
八
一
二
0
年
代
|
|
「
社
会
問
題
」
の
登
場

第
二
章
社
会
経
済
学
|
|
「
新
し
い
慈
善
」

第
一
節
導
入

第
二
節
政
治
経
済
学

第
三
節
社
会
経
済
学

第
一
款
社
会
経
済
学
用
法
史

第
二
款
社
会
経
済
学
の
秩
序
像

第
三
款
社
会
経
済
学
の
統
治
像

第
四
節
社
会
経
済
学
の
展
開

第
三
章
社
会
的
共
和
主
義
|
|
「
友
愛
」

第
一
節
導
入

第
一
款
先
行
研
究
と
視
角

第
二
款
一
言
説
の
場

第
二
節
社
会
問
題
と
共
和
主
義

第
一
款
未
完
の
革
命

第
二
款
人
類
と
い
う
宗
教

第
三
節
「
友
愛
」
の
共
和
国

第
一
款
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
か
ら
ナ
シ
オ
ン
へ

第
二
款
普
通
選
挙
と
労
働
の
権
利

第
四
節
「
友
愛
」
の
陸
路

第
一
款
「
法
」
と
「
モ
ラ
ル
」

第
二
款
「
人
民
」
の
「
代
表
H
表
象
」

(
以
上
五
十
五
巻
二
号
)
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十
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第
五
節
第
二
帝
政
期
|
|
「
友
愛
」
か
ら
「
連
帯
」
へ

第
一
款
第
二
帝
政
の
成
立

第
二
款
共
和
主
義
の
再
構
成

第
四
章
連
帯
主
義
|
|
「
連
帯
」

結
論

(
以
上
本
号
)

第
二
章

社
会
経
済
学
|
|
「
新
し
い
慈
善
」

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (3) 

第
三
節

社
会
経
済
学

第
三
款

社
会
経
済
学
の
統
治
像

社
会
経
済
学
は
、
上
下
階
層
の
つ
な
が
り
を
維
持
し
、
「
新
し
い
慈
善
」
を
組
織
化
す
る
た
め
に
、
貧
民
の
生
活
状
態
に
か
ん
す
る
知
の

蓄
積
を
重
視
す
る
。
そ
の
目
的
は
、
社
会
の
「
一
般
法
則
」
の
発
見
で
は
な
く
、
個
別
の
実
践
を
有
機
的
に
結
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
エ

ラ
ン
ド
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
。
「
全
体
の
幸
福
、
人
類
と
い
う
大
家
族
の
完
成
が
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
科
学
の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
幸
な

(
l
)
 

諸
階
級
に
か
ん
す
る
社
会
科
学
は
、
そ
の
他
の
社
会
科
学
の
前
提
条
件
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
。
こ
の
科
学
で
は
、
「
行
動
が
理
論
に
優
先
」

す
る
。
そ
れ
は
単
な
る
抽
象
的
思
弁
で
は
な
く
、
貧
民
を
め
ぐ
る
個
別
状
況
を
「
記
述
」
し
、
そ
れ
ら
を
類
比
・
対
比
し
、
分
類
す
る
こ
と

(2) 

で
、
よ
り
よ
い
実
践
へ
の
指
針
を
引
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
で
は
貧
困
現
象
が
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
様
な
「
異
な
る
諸
側
面
」

北法55(5・95)1949



説

か
ら
、
「
全
体
の
シ
ス
テ
ム
と
の
調
和
」
「
社
会
全
体
と
の
か
か
わ
り
」
に
お
い
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論

こ
の
よ
う
な
「
社
会
科
学
」
に
支
え
ら
れ
た
統
治
行
為
は
、
「
公
」
と
「
私
」
の
結
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
ジ
エ
ラ
ン
ド
は
善
一
日
ノ
。
「
公

的
慈
善
事
業
と
私
的
慈
善
が
、
互
い
に
固
有
の
活
動
領
域
で
行
わ
れ
、
一
般
的
・
継
続
的
な
相
互
扶
助
を
も
た
ら
す
よ
う
、
両
者
の
あ
い
だ

(3) 

に
よ
り
緊
密
な
協
力
を
築
き
上
げ
る
こ
と
」
。
「
新
し
い
慈
善
」
は
、
家
族
・
パ
ト
ロ
ナ
i
ジ
ュ
・
共
済
組
合
・
貯
蓄
金
庫
な
ど
に
よ
る
私
的

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
依
拠
し
、
公
権
力
は
そ
れ
ら
を
補
完
す
る
役
割
を
担
う
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
統
治
の
具
体
像
を
、
(
二
ア
ソ

シ
ア
シ
オ
ン
、
(
二
)
国
家
の
順
に
見
て
お
き
た
い
。

( 

、~

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

革
命
期
に
、
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
工
法
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
立
法
に
よ
っ
て
、
私
的
・
職
業
的
結
社
の
規
制
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

(
4
)
 

れ
て
い
る
。
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
は
、
旧
体
制
か
ら
宗
教
的
性
格
と
反
個
人
主
義
的
性
格
を
引
き
継
い
で
い
る
と
さ
れ
、
十
九
世
紀
初
頭

(
5
)
 

ま
で
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
帝
政
期
に
制
定
さ
れ
た
刑
法
一
一
九
一
条
で
は
、
宗
教
的
・
政
治
的
結
社
の
み
な
ら
ず
、
文
芸
を
含
む

(
6
)
 

あ
ら
ゆ
る
結
社
に
つ
い
て
、
二
十
人
を
越
え
る
場
合
に
は
政
府
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
復
古
王
政
期
は
、
結
社
へ
の

「
寛
容
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
の
帰
還
や
産
業
化
の
進
展
を
背
景
と
し
て
、
共
済
組
合
の
秩
序
維
持
に
た
い
す
る

「
有
用
性
」
が
公
権
力
に
認
め
ら
れ
、
旧
体
制
下
の
同
業
組
合
や
信
心
会

(ng窓
丘
町
)
を
引
き
継
い
だ
共
済
組
合
の
再
建
が
、
事
実
上
進

(
7
)
 

一
八
二
二
年
の
パ
リ
で
は
、
百
三
十
二
の
共
済
組
合
に
一
万
一
千
人
が
所
属
し
て
い
た
。

め
ら
れ
た
。
例
え
ば
、

一
八
一
八
年
に
出
版
さ
れ
た
保
守
主
義
者
ラ
・
ボ
ル
ド
の
『
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
精
神
に
つ
い
て
』
は
、
こ
の
時
期
の
支
配
層
に
よ
る
「
ア

ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
の
と
ら
え
方
を
示
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
」
と
は
、
階
層
ご
と
の
「
水
平
的
」
集
団
で
あ
り
、
「
ア

ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
と
は
、
上
下
階
層
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
垂
直
的
」
組
織
で
あ
る
。

コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
は
、
過
去
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

北法55(5・96)1950



階
層
間
の
分
断
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
「
共
通
の
目
的
に
向
け
た
・
:
集
合
的
で
緊
密
な
行
動
、
異
な
る

諸
要
素
の
一
体
性
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
下
層
階
級
に
「
啓
発
さ
れ
た
、
勤
勉
な
」
精
神
を
植
え
付
け
、
上

(8) 

下
階
層
聞
の
協
調
を
維
持
し
、
「
一
般
的
利
益
」
を
生
み
出
す
た
め
の
組
織
で
あ
る
。
ラ
・
ボ
ル
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ア
ソ
シ
ア
シ

オ
ン
の
役
割
を
高
く
評
価
し
、
同
様
の
制
度
を
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

七
月
王
政
期
の
社
会
経
済
学
者
は
、
こ
う
し
た
保
守
的
社
会
観
に
基
づ
く
個
人
主
義
原
理
へ
の
批
判
と
、
中
間
集
団
の
再
生
論
を
引
き
継

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (3) 

一
八
一
一
一
一
年
、
二
一
四
年
の
パ
リ
や
リ
ヨ
ン
で
の
労
働
者
蜂
起
を
背
景
に
、

(9) 

む
し
ろ
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
へ
の
規
制
は
強
化
さ
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
た
と
え
ば
ジ
エ
ラ
ン
ド
は
、

裕
福
な
親
方
層
の
集
団
に
担
わ
れ
た
と
し
、
労
働
者
を
含
む
共
済
組
合
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
擁
護
す
る
。
「
人
々
を
結
び
つ
け
、
利
益
を

合
致
さ
せ
、
互
い
を
連
帯
さ
せ
る
紐
帯
に
は
、
常
に
良
い
点
が
あ
る
。
共
済
組
合
と
は
、
仲
間
同
士
の
結
合
体

(ngEBB-a)
で
あ
る
。

相
互
扶
助
は
、
お
互
い
の
善
意
の
表
現
で
あ
る
。
:
・
[
仲
間
に
]
扶
助
を
適
用
す
る
際
に
課
さ
れ
る
条
件
は
、
放
持
さ
へ
の
警
告
と
な
り
、

(
叩
)

恥
ず
べ
き
行
い
へ
の
監
視
を
促
し
、
節
制
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
奨
励
す
る
」
。
ジ
エ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
、
共
済
組
合
は
、
労
働
者
同
士
の
交

い
で
い
る
。
法
的
に
は
、

一
八
三
四
年
四
月
十
日
法
に
よ
っ
て
、

一
八
三
四
年
の
擾
乱
が
、
比
較
的

流
を
通
じ
て
互
い
の
「
モ
ラ
ル
」
を
向
上
さ
せ
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
有
用
な
組
織
で
あ
る
。

王
党
派
に
近
い
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
経
済
学
者
フ
エ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ベ
シ
ャ

l
ル
は
、
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
を
主
題
に
据
え
た
著
作
の
中

で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
社
会
問
題
は
、
「
思
想
的
物
質
主
義
、
道
徳
的
エ
ゴ
イ
ス
ム
、
政
治
的
分
断
」
に

(
日
)

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
「
慈
善
」
と
い
う
社
会
的
義
務
を
軽
視
す
る
自
由
主
義
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
個
人
の
財
産
権

を
否
定
し
、
国
家
へ
の
集
権
化
を
主
張
す
る
社
会
主
義
が
あ
る
。
個
人
と
国
家
の
二
項
対
立
を
避
け
る
た
め
に
は
、
「
社
会
と
い
う
至
高
の

(ロ)

原
理
」
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
社
会
」
は
、
個
々
人
の
労
働
と
相
互
扶
助
の
義
務
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
自
律
的
領
域
で
あ
り
、
国

家
の
直
接
的
介
入
に
は
な
じ
ま
な
い
。
彼
は
、

jヒ法55(5・97)1951

コ
ミ
ュ

l
ン
へ
の
国
家
権
力
の
分
権
の
ほ
か
、
職
域
ご
と
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
形
成
を
重



説

視
す
る
。

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
目
的
は
、
労
働
者
の
「
モ
ラ
ル
化
」
で
あ
る
。
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
精
神
は
、

(
日
)

囲
内
の
習
俗
と
職
業
的
徳
を
刺
激
す
る
」
。
そ
れ
は
自
発
的
加
入
を
原
則
と
す
る
も
の
の
、
地
方
の
公
権
力
に
よ
っ
て
、
加
入
を
奨
励
さ
れ

(
は
)

る
必
要
が
あ
る
。
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ュ
・
地
方
権
力
と
の
協
同
の
下
で
、
秩
序
を
実
現
す
る
。

こ
の
時
期
の
社
会
経
済
学
を
代
表
す
る
ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
労
働
者
の
み
か
ら
成
る
労
働
組
合
を
認
め
た
う
え
で
、
そ

の
目
的
が
労
使
協
調
に
限
定
さ
れ
、
地
方
権
力
の
規
制
に
服
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
矯
正
し
、

北法55(5・98)1952

論

「
旧
来
の
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
は
、
労
働
組
合
(
々

E
K包
)

の
形
を
選
択
し
て
結
成
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
同
じ
職
業

の
全
労
働
者
か
ら
成
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
:
・
こ
の
団
体
は
、
お
そ
ら
く
労
働
者
の
あ
い
だ
に
、

(
日
)

共
済
金
庫
や
節
制
協
会
の
形
成
:
・
を
促
し
、
協
同
の
精
神
(
何
回

EE.8Baa-oロ
)
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
よ
う
に
、
七
月
王
政
期
の
社
会
経
済
学
者
の
語
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
は
、
下
層
階
級
の
「
計
画
性
(
唱
み
さ
吉
宮
町
)
」
「
思
車

(
旬
日
号
宮
町
)
」
を
向
上
さ
せ
、
彼
ら
に
労
働
規
律
や
生
活
規
律
を
教
化
す
る
こ
と
で
、
社
会
全
体
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
組
織
で

(
日
)

あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
た
ん
な
る
相
互
扶
助
に
と
ど
ま
ら
ず
、
下
層
階
級
の
「
モ
ラ
ル
」
へ
の
働
き
か
け
を
通
じ
た
上
下
階
層
の
結
合
に

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
役
割
づ
け
は
、
ギ
ゾ
!
の
推
進
し
た
初
等
教
育
義
務
化
法
(
一
八
三
三
年
六
月
二
十
八
日
法
)
に
た
い
す
る
社
会
経
済

学
者
の
批
判
に
も
現
れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
ヌ

i
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
公
権
力
に
よ
る
教
育
の
強
制
に
た
い
し
て
、
「
教
育
の
自
由
」
を

(

げ

)

(

同

)

訴
え
、
ピ
ユ
レ
は
、
読
み
書
き
能
力
の
育
成
だ
け
で
な
く
、
宗
教
・
モ
ラ
ル
の
教
育
、
職
業
教
育
の
重
要
性
を
訴
え
る
。
ジ
ェ
ラ
ン
ド
に
よ

れ
ば
、
教
育
は
ま
ず
家
族
に
担
わ
れ
、
性
別
、
年
齢
、
地
域
、
知
的
教
育
や
職
業
教
育
な
ど
の
目
的
に
応
じ
て
、
貧
困
家
庭
の
子
供
の
収
容

(
四
)

所
、
貯
蓄
金
庫
、
共
済
組
合
、
扶
助
団
体
な
ど
の
中
間
集
団
に
担
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は
、
こ
れ
ら
の
中
間
集
団
を
前
提
と
し
、

(
初
)

そ
れ
ら
を
「
補
完
す
る

(
E
Z匹
嘗
白
)
」
役
割
を
担
う
に
と
ど
ま
る
。

ピ
ュ
レ
は
一
八
四
O
年
の
著
作
の
中
で
、
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
論
の
隆
盛
を
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、



(
幻
)

貧
困
階
級
の
生
活
上
の
運
命
的
苦
難
を
終
わ
ら
せ
る
は
ず
の
、
謎
の
社
会
的
言
語
、
魔
術
的
文
言
で
あ
る
」
。
こ
の
時
期
の
社
会
経
済
学
者

は
、
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ュ
、
共
済
組
合
、
貯
蓄
金
庫
、
飲
酒
習
慣
の
改
善
を
行
う
節
制
協
会
な
ど
を
、
社
会
問
題
へ
の
「
最
も
有
効
な
対
策
」

と
見
な
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
四
0
年
代
以
降
は
、
フ
ー
リ
エ
や
ピ
ュ
シ
ェ
の
影
響
を
受
け
た
職
人
・
労
働
者
層
の
あ
い
だ
に
、
独
自
の
生

(n) 

産
協
同
組
合
、
消
費
組
合
、
貯
蓄
金
庫
、
共
済
組
合
を
形
成
す
る
動
き
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
論
は
、

互
い
に
交
わ
る
こ
と
な
く
、
四
0
年
代
を
通
じ
て
分
岐
を
広
げ
、
四
八
年
に
は
決
定
的
な
対
立
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

(
二
)
国
家

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (3) 

(
お
)

社
会
経
済
学
に
お
い
て
、
公
権
力
と
私
的
団
体
は
、
「
ま
っ
た
く
同
じ
性
質
を
有
す
る
」
。
国
家
は
、
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
個
別
の
実
践
に
か
ん
す
る
知
を
蓄
積
し
、
そ
れ
ら
を
よ
り
効
率
的
に
配
置
し
、
有
機
的
に
結
合
す
る
役
割
を
担
う
。
ヴ
イ
ル
ヌ

l
ヴ
・

パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
政
府
は
す
べ
て
を
行
え
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
特
に
産
業
と
慈
善
に
つ
い
て
は
そ
う
で

(M) 

あ
る
。
し
か
し
、
政
府
は
常
に
産
業
と
慈
善
を
奨
励
し
、
称
揚
す
る
能
力
を
有
し
て
い
る
」
。
国
家
の
役
割
は
、
直
接
的
な
介
入
で
は
な
く
、

共
済
組
合
、
貯
蓄
金
庫
な
ど
の
形
成
を
奨
励
し
、
そ
れ
へ
の
監
視
と
助
言
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
シ
ャ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
は
二
つ

の
捉
え
方
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
強
制
力
を
有
す
る
行
政
権
力
と
い
う
捉
え
方
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
人
々
の
慣
習
に
働
き
か
け
る
「
精

(
お
)

神
的
権
威
」
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
ベ
シ
ャ

l
ル
は
国
家
を
、
説
得
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
人
々
に
働
き
か
け
る
「
モ
ラ
ル
と
共
同
性
」

を
体
現
す
る
組
織
と
と
ら
え
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
ヌ

l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
そ
れ
を
「
神
意
を
体
現
す
る
機
関

(
E
E
2
8国
三
国

Fgg
門
田
町

(
お
)

E明
4
2
E
B
B
)
」
と
称
す
る
。

七
月
王
政
期
の
社
会
経
済
学
者
は
、
こ
う
し
た
捉
え
方
か
ら
、

北法55(5・99)1953

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
国
家
に
お
け
る

(
幻
)

「
行
政
的
集
権
化
」
を
批
判
す
る
。

ベ
シ
ャ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
行
政
的
集
権
化
は
、
個
人
の
抑
圧
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
個
人
主
義
」

の
発
達
と
と
も
に
進
展
し
た
。
そ
れ
は
宗



説

教
革
命
と
と
も
に
生
ま
れ
た
「
個
人
主
義
的
理
性
」
に
端
を
発
し
、
十
八
世
紀
啓
蒙
哲
学
と
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て

(
お
)

頂
点
を
迎
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
草
命
で
は
、
貴
族
・
教
会
・
職
業
組
合
・
大
学
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
中
間
団
体
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

号j‘
両岡

個
人
主
義
と
集
権
化
の
両
極
化
が
進
行
し
た
。
「
社
会
問
題
」
と
は
、
こ
う
し
た
二
極
構
造
に
お
い
て
生
ま
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ベ
シ
ャ

l
ル
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ

l
ン
へ
の
分
権
化
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
パ
ト
ロ
ナ

l
ジ
ュ
、
コ
ミ
ュ

l
ン
の
協
力
に

(
明
日
)

よ
る
社
会
の
再
組
織
化
を
主
張
す
る
。

(
l
)
。
合
g
ι
0
・
乙
E
S
E
a
s
M
r
u
m
-
C
守
吉
川
、

s.包
司
門
町
、
宮
守
口
屯
E
F
同
-
f
E
ュ
p
-
∞凶タ喝・三位・

(
2
)
忌
九
九
七
・
と
・

(
3
)
。
伶
g
a
0
・
0
n
E
F
E
E
-
S
Z
門
司
、
定
守
口
室
内
・
。
、
・
2
H
J
F
M
・
-
u
-
E
0
・

(
4
)
「
同
一
の
身
分
や
職
業
の
市
民
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
同
業
組
合
の
廃
止
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
根
本
的
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
事
実
上
再
建
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
口
実
や
形
式
の
も
と
で
あ
れ
、
禁
止
さ
れ
る
」
(
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
法
第
一
条
)
。

(
5
)
会
〉

g
R
E
E
F
e
E
Z以
内
0占
E
o
-
-
目
立
。
ロ
E
S
S
E
号
ニ
巴
町
民
ロ
ヨ
苦
言
、
h
g
s
己
主
R
E
E
H
S
F
-
M
百
三
∞

2
・

(
6
)
F
z
-
z
s
a∞8
P
E
S
吉
弘
司
h
b
S
S
T
E
h
h
b
G
E
S
S
苧
室
内
2
S
呈
同
右
宅
・
?
?
司
R
U
-
-唱
N
0
・
司
-
Z
A
#
・
な
お
帝
政
期
の
貧
困
政
策
は
、
総

裁
政
府
期
か
ら
の
連
続
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
家
庭
内
の
扶
助
、
施
療
院
2
8
5
5
)
や
救
済
院
(
ぎ
日
立
n
n
)
へ
の
貧
民

の
収
容
を
中
心
と
す
る
(
E
n
E
。
E
-
E
B
ユ
F
E
h
h
E
立
H
h
h
q
S
?
h
g
言
主
主
b
H
S
高
ミ
~
2
5
H
F
こ
・
ミ
~
司
令
旨
V
P
E
E
-
〉

M
M
O
n
E
E
S

問
団

OロユぷZRH白色mu--Z』出向。回『白色町宮臼臥nE丘町恥泊。色白
}
p
-
甲∞∞-【川町・凶)。

(
7
)
H
F
R
-
匂
・
目
。
・

(
8
)
k
m
E
E
B
R
W
E
∞o
a
タ
ロ
ヱ
ィ
屯
コ
.
H
h
U
2
8
円
九
む
た
S
E
S
S
E
h
~
m
h
宮
町
恥
芯
ロ
民
間
宮
内
。
ョ
ョ
5
2
『
デ
凶
。
Z
E
-
-
司
R
U
-
-
∞岩七-Mun同日・

(
9
)
政
治
的
目
的
で
の
結
社
を
規
制
す
る
た
め
、
二
十
人
以
下
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
分
割
さ
れ
た
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
も
刑
法
二
九
一
条
の
対
象
に
含

め
ら
れ
た
。
一
八
三
四
年
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
七
月
王
政
の
原
理
を
「
自
由
」
で
あ
る
と
し
て
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
権
利
を
擁
護
す
る
ギ
ゾ
ー

や
ラ
マ
ル
テ
イ
ン
と
、
一
国
内
に
異
な
る
政
府
を
作
る
権
利
は
「
自
然
権
」
に
あ
た
ら
な
い
、
と
す
る
テ
イ
エ

l
ル
や
バ
ロ
な
ど
の
あ
い
だ
で
、
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(
的
)
(
倍
。
-
∞
【
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h
H
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混
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附
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B
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小
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説

E

コ句
q
E
W
H
.
ミ
・
』
ぜ
な
E
Z
S
E
吉
宗

H
R
b
S
F
F
O
E
S
E
-
・
5
S
E
E
S
F
3
温

--u・
凶
凶
)
。
彼
ら
の
用
い
た
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
の
語
棄
に
つ
い
て

は
、
以
下
を
参
照
o
o
z
s
u
g
σ
m
p
t
h
h
h
h
2
8
8
~
Z
2
2
h
J
S
R
a
町
』
句
江
主
主
白
・
な
さ

S
舎
言
、
ミ
ご
宮
、
~
ミ
否
定
さ
H
同
町
H
E
3
5
之
内
同

町~bhhnp司白同仲間咽-申。凶.

(
お
)
〈5仲-}gE〈g刊
?E切担旬同肘唱刊BcgロE丹F.阿町尽円符門巴s芯屯、きs呈』.偽ごミh、》屯忌~止hs『Eε向ミ屯足円♀F、芯否恥公H

(M)h思守凡定札.目匂
M.ω
岩品怠払.

(
お
)
回
臥

n
F
R
R
H
N
円
屯
江
町
、
8
8
円
九
む
き
F
告
・
ミ
-w
喝・忌・

(部

)
S
R
-
℃
・
凶
会

(
幻
)
七
月
王
政
期
の
保
守
主
義
者
に
よ
る
「
分
権
」
論
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
〉
・
』
・
1
『

E
0
2
・
《

C
門
広
町
田
口
E
E
S巳
O
ロ
伺
ニ
昌
弘
『
0
5
2
P
S
8
2

寄

託
n
目
白
F
E
H凹

t
o
h
町
内
ミ
ミ
E
H
5
3
畑
、
ミ
~
ロ
室
内
え
が
な
至
高
也
、
お
む
認
定
宮
、
h
b
》
E
志

S
h
p
寺
E
ミ
え
S
E
S
S
E
s
b
E
h

n

旬、山狩・司、
7
』u
『。忘=町内・~同旬、、同HN邑九九市町内、昌守、付~uap〉段目白ロ'司円。〈四回口my可ロσ
ロ
nmwEOロ田弘円山田〉ロロ包町田内同開-恒明白nEZ凡山仏町田戸町向田『op】市
WArp-
】匂凶凶七日・

テ
ユ
デ
ス
ク
に
よ
る
と
、
「
分
権
化
」
は
七
月
王
政
期
の
王
党
派
に
よ
っ
て
、
最
も
議
論
さ
れ
た
主
題
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
イ
ル
の
「
行

政
的
集
権
」
批
判
も
、
こ
う
し
た
文
脈
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

(
犯
)
思
n
E
R
F
E
S
言
、
宮
内
2
5
~
九
h
a
s
主
主
ミ
之
さ
ミ
-
告
・
門
戸
問
者
・
凶
N
'
2
・

(
却
)
窓
口
F
R
R
F
E
S
S
5
5
R
N
・
h
z
h
町
内
こ
・
h
a
F
告
-
S
F
-
唱
・
己
N
・

告ム
開問

第
四
節

社
会
経
済
学
の
展
開

カ
テ
リ

l
ヌ
・
デ
ユ
プ
ラ
は
、
「
四

O
年

前

後

に

は

、

「

博

愛

』

い

か

な

る

意

味

も

な

く

な

っ

た

」

と

指

摘

し

て

(
1
)
 

い
る
。
七
月
王
政
当
初
か
ら
自
由
主
義
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
博
愛
運
動
は
、
支
配
層
の
保
守
化
と
と
も
に
、
「
進
歩
と
保
守
、
活
動
と

無
為
、
自
律
と
社
会
統
制
、
解
放
と
抑
圧
」
と
い
う
単
純
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
語
り
え
な
く
な
り
、
「
当
初
有
し
て
い
た
同
一
性
」
を
喪

一
般
を
語
る
こ
と
に
、
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失
し
て
い
っ
た
。
労
働
者
た
ち
に
と
っ
て
、
博
愛
運
動
に
見
ら
れ
た
「
モ
ラ
ル
化
へ
の
働
き
か
け
、
社
会
統
制
の
試
み
、
:
・
貯
蓄
金
庫
制
度
」

は
、
「
嫌
悪
す
べ
き
体
制
の
支
配
の
道
具
」
と
見
な
さ
れ
、
忌
避
さ
れ
た
、
と
言
、
っ
。
実
際
、
上
層
階
級
の
主
導
す
る
共
済
組
合
の
形
成
は
、

七
月
王
政
期
を
通
じ
て
停
滞
し
、
「
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
モ
ラ
ル
部
門
、
政
治
経
済
学
部
門
に
お
い
て
も
二
八
四
O
年
の
ピ
ユ

レ
の
論
文
を
境
と
し
て
、
「
社
会
問
題
」
を
主
題
と
し
た
議
論
は
影
を
潜
め
て
い
く
。
同
じ
一
八
四
O
年
に
は
、
プ
ル

l
ド
ン
の
『
財
産
と

ル
イ
・
プ
ラ
ン
の
『
労
働
の
組
織
化
」
、
共
産
主
義
者
カ
ベ
の
『
イ
カ
リ
ア
旅
行
記
』
な
ど
、
こ
の
時
期
以
降
の
労
働
運
動
を
主

(2) 

導
す
る
重
要
な
著
作
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
る
。
両
者
の
分
岐
は
、

は
何
か
』
、

一
八
四
七
年
以
降
の
経
済
不
況
を
背
景
と
し
て
、
最
終
的
に
一
八
四
八

年
二
月
革
命
に
よ
る
七
月
王
政
の
転
覆
に
至
る
。
こ
の
草
命
に
お
い
て
、
「
社
会
問
題
」

へ
の
対
応
は
、
「
モ
ラ
ル
」

の
問
題
か
ら
政
治
体
制

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 

(
王
政
か
ら
共
和
政
へ
)
、
さ
ら
に
は
「
権
利
」
(
扶
助
の
権
利
と
労
働
の
権
利
)
の
問
題
へ
と
転
化
す
る

い
換
え
れ
ば
、
七
月
王
政
期
支
配
層
の
政
治
経
済
学
と
、
被
支
配
層
の
労
働
運
動
と
を
媒
介
し
、
法
・
閏
家
領
域
と
異
な
る
「
社
会
的
」
な

平
面
の
上
で
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
社
会
経
済
学
の
試
み
は
、
こ
こ
で
一
旦
潰
え
る
こ
と
に
な
る
。

(
3
)
 

第
二
帝
政
下
で
は
、
か
つ
て
『
大
衆
的
貧
困
の
根
絶
』
を
著
し
、
「
社
会
問
題
」
の
解
決
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
一
一
世

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
、
産
業
化
の
振
興
と
限
定
的
な
社
会
政
策
の
組
み
合
わ
せ
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世

の
統
治
に
関
わ
り
、
七
月
王
政
期
の
思
想
を
引
き
継
い
で
「
社
会
経
済
学
」
の
復
権
を
担
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
・
。
フ
レ

の
問
題
へ

(
第
三
章
参
照
)
。
言

(
阿
川
円
払
【
依
ユ

n
「。

型
恒
三
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
お
き
た
い
。

一
八
O
六
年
カ
ル
パ
ド
ス

(
内
包
〈
邑
。
田
)
地
方
の
行
政
官
の
家
に
生
ま
れ
た
。
パ
リ
の
土
木
学
校
で
技
師
の
教
育
を
受
け
、

ル
・
プ
レ
は
、

エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
夕
、
鉱
山
大
学
校
(
開

8-白
色
町
田
昌
吉
田
)
を
卒
業
す
る
。
彼
は
後
に
、
こ
の
時
期
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
に
接
し
て
、

(4) 

「
社
会
科
学
」
が
全
く
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
と
回
想
し
て
い
る
。
七
月
王
政
期
に
は
、
鉱
山
大
学
校
の
冶
金
学
の
教
授
な
ど
を

務
め
、
第
二
帝
政
期
に
は
国
務
院
評
定
官
と
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
コ
一
世
の
統
治
に
関
与
し
、

一
八
五
五
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
は
総
責
任
者
と
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な
っ
た
。

一
八
五
六
年
に
は
「
社
会
経
済
学
協
会

3
2
5肌
円

払

8
8
B
5
8巳
色
町
)
」
を
設
立
し
、
労
働
者
に
か
ん
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
者

(
t
h
g
てミ
3
2
3
1
2
h
)
』
(
一
八
五
五
年
、
第
二
版
は
大
幅
に
加
筆
さ
れ
一
八
七
七
1
七
九
年
)

や
機
関
紙

吾'b.
日間

『
社
会
改
革
(
河
合
》

3
2
2笠
間
)
』
(
一
八
六
七
年
1
)
の
発
刊
を
通
じ
て
、
同
時
代
の
社
会
問
題
論
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
「
社
会

経
済
学
協
会
」
に
は
、
ア
ル
マ
ン
・
ド
・
ム
ラ
ン
、
ミ
シ
ェ
ル
・
シ
ユ
ヴ
ア
リ
エ
、
オ

i
ギ
ユ
ス
タ
ン
・
コ
シ
ャ
ン
な
ど
、
社
会
カ
ト
リ
ッ

ク
、
経
済
学
者
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
及
ぶ
多
様
な
人
物
が
属
し
た
。

第
二
帝
政
期
の
社
会
政
策
と
ル
・
プ
レ
の
思
想
と
は
、
必
ず
し
も
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
は
、
伝
統
的
慈
善
や
国
家
主
導
の
博
愛

主
義
に
否
定
的
で
あ
り
、
産
業
化
に
適
合
し
た
形
で
、
予
防
原
則
に
基
づ
く
最
小
限
の
介
入
を
許
容
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
第
二
帝

政
下
で
は
、
施
療
院
の
設
置
、
低
所
得
者
へ
の
住
宅
補
助
、
共
済
組
合
、
退
職
・
労
働
災
害
を
対
象
と
す
る
貯
蓄
金
庫
の
設
置
な
ど
、
公
権

力
に
よ
る
限
定
的
な
社
会
政
策
が
試
み
ら
れ
た
。
一
八
五
二
年
三
月
二
六
日
の
デ
ク
レ
に
お
い
て
は
、
上
層
階
級
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
た
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
ほ
か
、
労
働
者
同
士
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
有
用
性
」
が
知
事
に
よ
っ
て
「
是
認

(
5
)
 

さ
れ
る
(
昌
司

5
5
r
)」
場
合
に
は
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ル
・
プ
レ
は
官
僚
制
の
肥
大
化
を
批
判
し
、
公
権
力
で
は

な
く
、
大
企
業
の
パ
ト
ロ
ン
に
よ
る
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
と
、
家
族
の
再
建
を
重
視
す
る
。
彼
の
思
想
は
、
む
し
ろ
第
二
帝
政
下
に
シ
ユ

(開

Z
1
5
P
E
R
-
R
)
な
ど
の
銀
行
家
、
大
企
業
家
の
手
で
進
め
ら
れ
た
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ユ
や
、
私
的
社
会
事
業
に
対
応
し
て

ナ
イ
ダ
l

い
る
。ル
・
プ
レ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
問
題
」

の
原
因
は
、
何
よ
り
「
モ
ラ
ル
の
無
秩
序
」
に
見
出
さ
れ
る
。
「
モ
ラ
ル
の
無
秩
序
」
と
は
、
上
下

(
6
)
 

の
階
層
が
互
い
の
依
存
関
係
を
忘
れ
、
「
対
立
関
係

(
B
S明
。
巳
回
目
白
)
」
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
社
会
で
は
、

上
下
の
身
分
の
あ
い
だ
に
安
定
し
た
温
情
・
依
存
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
こ
う
し
た
関
係
を
破
壊
し
、
富
裕
層
と
貧

困
層
の
あ
い
だ
に
「
対
立
関
係
」
を
も
た
ら
し
、
社
会
全
体
を
無
秩
序
に
陥
れ
た
。
そ
の
結
果
、
自
発
的
紐
帯
の
欠
如
を
埋
め
る
た
め
に
、
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フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (3) 

(
7
)
 

行
政
権
力
の
肥
大
化
、
ル
・
プ
レ
の
表
現
で
は
「
官
僚
制
」
の
「
専
制
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
彼
の
思
想
は
、
こ
う
し
た
行
政
的
集
権
化
に

対
抗
し
て
、
家
族
・
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ュ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
の
再
建
に
よ
る
「
社
会
」
の
再
組
織
化
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
特

(8) 

徴
と
し
て
、
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(9) 

第
J

に
、
ル
・
プ
レ
の
議
論
で
は
、
実
践
的
な
提
言
を
行
う
た
め
の
「
社
会
科
学
」
の
方
法
論
に
大
き
な
部
分
が
割
か
れ
て
い
る
。
そ
の

方
法
は
、
七
月
王
政
期
の
社
会
経
済
学
、
と
り
わ
け
ジ
ェ
ラ
ン
ド
の
方
法
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
・

思
弁
的
な
議
論
で
は
な
く
、
社
会
生
活
に
か
か
わ
る
諸
事
実
を
自
ら
の
目
で
観
察
し
、
で
き
る
限
り
多
く
の
事
実
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
を
分

(ω) 

類
す
る
こ
と
で
、
統
治
実
践
を
有
機
的
に
組
織
化
す
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
杜
会
の
最
小
単
位
で
あ
る
家
族
の
観
察
が

重
視
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
域
ご
と
の
家
族
の
財
産
(
動
産
、
不
動
産
、
貯
蓄
)
、
全
収
入
・
全
支
出
、
家
族
内
関
係
、
近
隣
関
係
、

(
日
)

宗
教
生
活
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
細
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

第
二
に
、
そ
の
実
践
的
な
提
言
は
、
「
株
家
族
(
時
E
z
r
a
z
E
Z
)」
の
再
建
、
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ユ
の
活
性
化
、
コ
ミ
ュ

l
ン
へ
の
分
権
化

か
ら
成
る
。
ル
・
プ
レ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
の
一
体
性
」
の
中
核
と
な
る
の
は
、
何
よ
り
も
安
定
し
た
家
族
で
あ
る
。
彼
は
家
族
に
か
ん
す

る
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
分
類
し
、
「
家
父
長
的
家
族
」
「
不
安
定
家
族
」
に
た
い
す
る
「
株
家
族
」
の
優
位
を
主
張
す
る
。
「
家
父
長
的
家
族
」

と
は
、
子
供
が
婚
姻
後
も
家
に
と
ど
ま
り
、
家
長
が
強
い
権
限
を
有
す
る
家
族
(
ロ
シ
ア
、
中
欧
な
ど
)
で
あ
り
、
「
不
安
定
家
族
」
と
は
、

子
供
が
婚
姻
後
に
家
を
離
れ
る
家
族
(
西
洋
の
産
業
地
域
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
「
株
家
族
」
は
、
子
供
の
う
ち
一
人
が
婚
姻
後
に

全
家
産
を
引
き
継
ぐ
家
族
で
あ
り
、
自
由
と
権
威
を
均
衡
さ
せ
る
最
も
安
定
し
た
型
で
あ
る
(
イ
ギ
リ
ス
な
ど
)

0

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

「
家
父
長
的
家
族
」
が
残
存
す
る
一
方
、
産
業
化
の
進
ん
だ
地
域
で
は
「
不
安
定
家
族
」
が
拡
大
し
て
い
る
。
彼
は
「
社
会
問
題
」
に
対
し

(ロ)

て
、
「
株
家
族
」
を
組
織
化
す
る
必
要
性
を
訴
え
る
。
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さ
ら
に
彼
は
、
パ
ト
ロ
ン
と
労
働
者
か
ら
成
る
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
の
役
割
を
強
調
す
る
。
「
集
合
的
行
為
は
、
人
々
の
あ
い
だ
に
、



説

最
も
高
い
個
人
的
義
務
・
責
任
の
観
念
、
事
業
や
社
会
関
係
へ
の
知
識
、
正
義
感
:
・
、
自
発
的
な
協
力
に
よ
っ
て
一
般
利
益
を
実
現
し
よ
う

(
日
)

と
す
る
態
度
を
発
達
さ
せ
る
」
。
資
産
を
持
た
な
い
労
働
者
同
士
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
互
い
の
状
況
の
改
善
に
役
立
た
ず
、
集
団
関
の

排
他
性
や
不
平
等
を
増
大
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
大
衆
的
貧
困
」
の
解
決
に
適
合
す
る
の
は
、
土
地
所
有
者
・
商
工
業
の
企
業
主
が
、
労

(
凶
)

働
者
に
節
制
や
貯
蓄
を
働
き
か
け
る
「
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ユ
」
で
あ
る
。

最
後
に
ル
・
プ
レ
は
、
国
家
へ
の
行
政
的
集
権
化
を
批
判
し
、
「
複
数
の
家
族
や
都
市
の
集
合
的
利
益
を
結
合
す
る
」
コ
ミ
ュ

l
ン
の
再

(
日
)

建
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
地
方
に
行
政
的
集
権
を
も
た
ら
す
こ
と
で
は
な
く
、
地
域
ご
と
の
利
益
の
共
同
体
を
再
建
す
る
こ
と
で
あ
る
。

吾e.6.
H冊

国
家
の
役
割
は
、
家
族
・
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
・
コ
ミ
ュ

l
ン
・
地
方

esiRn)
に
よ
っ
て
な
し
え
な
い
こ
と
の
み
に
限
定
さ
れ
な
け
れ

(
日
)

ば
な
ら
な
い
。

ル
・
。
フ
レ
の
思
想
は
、
「
社
会
問
題
」
を
「
モ
ラ
ル
」
の
問
題
と
と
ら
え
、
観
察
を
通
じ
た
実
践
的
知
の
蓄
積
の
た
め

の
「
社
会
科
学
」
を
唱
え
、
国
家
の
介
入
で
は
な
く
、
家
族
・
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ュ
・
コ
ミ
ュ

l
ン
と
い
う
中
間
集
団
の
再
建
を
通
じ
た
対
応

以
上
の
よ
う
に
、

を
模
索
す
る
と
い
う
点
で
、
七
月
王
政
期
の
社
会
経
済
学
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
共
和
政
以
降
、
ル
・
プ
レ
学
派
は
複
数
の
団

体
に
分
裂
す
る
が
、
彼
が
体
系
化
し
た
社
会
経
済
学
は
、
パ
ト
ロ
ナ
!
ジ
ュ
論
を
受
け
継
い
だ
エ
ミ

l
ル
・
シ
エ
イ
ソ
ン
、
生
産
協
同
組
合

を
唱
え
る
シ
ヤ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
、
ミ
ユ
テ
ユ
ア
リ
ス
ム
運
動
、
「
社
会
資
料
館
(
冨
5
庁
自
己
包
)
」
の
設
立
に
関
わ
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

な
ど
へ
と
引
き
継
が
れ
、
第
四
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
十
九
世
紀
末
に
隆
盛
を
迎
え
る
。
二
十
世
紀
に
成
立
す
る
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国
家
は
、

こ
の
潮
流
の
影
響
の
下
で
、
家
族
主
義
と
共
済
組
合
主
義
と
い
う
特
徴
を
刻
印
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
内
肺
門
宮
町
民
ロ
問
。
吾
g
p
s
a崎
町
内
旬
、

S
H
S
R
a
s
E
E昔話
HF否、
F
-
E号
ミ
ド
色
町
立

s
h
R
s
r
ミ

~
5
8ミ亘
b
h
u
b
E

室
内

g
a
吾
、
認
さ
司
こ

w

弘
知
町
な

L-M-
司

R
F
n
-
E・∞

-m--沼
wmFLu--NA凶日・
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(司)Frederic Le Play， La reforme sociale en France. Deduit de l' observation comparee des peuples europeens， t. 1， Paris， 1864， p. 30. 
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(<.0) Le Play， La reforme sociale， t. 1， op. cit.， p. 25 

(ト)Le Play，臼reformesociale， t. 2， op. cit.， p. 241. 
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$-T¥経由犠Jrl:s駅足跡([I]*~ギ+<緋)] <<目γ I~長 111剥-' 1 1 -\J同一 1110~ fmK。

( 0'>)会・トム合J fti何本{~E;'早起J ..1Jd詳細勺合時纏網、ρエトQi己(cf.Bernard Ka¥aora et Antoine Savoye， Les inventeurs oubiles " Le 
Play et ses continuateurs a山 orig仇esdes sciences sociales， Paris， Champ Vallon， 1989)' 総よIトE遅{撚U -4t{l時J\ 民\11'トト-E;'鰍~..1J
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( S) Frederic Le Play， La methode sociale， abre ge des Ouvriers europeens， Paris， Meridiens Klincksieck， 1989. 

(コ)lbid.， p. 225. 

(自)Le Play， La reforme sociale， t. 2， op. cit.， p. 24 ; Frederic Le Play， L'organisation de la famille selon le vrai modele， Paris，デ ed，

1895， pp. 6-10. 

(~) Le Play， La r静 rmesociale， t. 1， op. cit.， p. 366. 

(ヨ)Le P1ay，μr紗 rmesociale， t. 2， op. cit.， pp. 25-32. 
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第
三
章

社
会
的
共
和
主
義
|
|
「
友
愛
」

北1去55(5・108)1962

ミミ也
嗣岡

第

節

導
入

ピ
エ
I
ル
・
ノ
ラ
は
『
フ
ラ
ン
ス
輩
命
事
典
』
の
中
で
、
「
共
和
国
は
そ
の
二
重
の
誕
生
以
来
、
充
実
し
た
政
治
文
化
で
あ
る
と
同
時
に

(
1
)
 

空
虚
な
政
治
形
式
で
も
あ
る
、
と
い
う
根
本
的
な
矛
盾
を
抱
え
つ
守
つ
け
て
き
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
主
義
は
、

私
的
自
律
を
有
す
る
平
等
な
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
共
和
国
、
と
い
う
理
念
を
担
う
一
方
で
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
た
め
の
統
治
形
式
を
模

索
し
続
け
た
。
革
命
期
の
共
和
主
義
は
、
国
民
主
義
的
教
育
、
排
外
的
「
友
愛
」
精
神
(
愛
国
心
)
の
強
調
、
国
家
に
よ
る
生
存
権
の
保
障

に
よ
っ
て
、
理
念
的
平
等
主
義
と
、
事
実
的
に
存
在
す
る
不
平
等
(
貧
民
と
し
て
の
「
人
民
」
)
と
を
媒
介
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
う
し

た
〈
政
治
化
〉
さ
れ
た
対
応
が
安
定
し
た
秩
序
形
成
に
失
敗
す
る
と
、
世
紀
転
換
期
以
降
の
思
想
家
は
、
政
治
的
領
域
と
「
社
会
的
」
領
域

を
区
別
し
、
産
業
化
と
と
も
に
現
れ
た
貧
困
問
題
へ
の
対
応
を
、
下
層
階
級
の
モ
ラ
ル
へ
の
働
き
か
け
に
よ
る
「
社
会
化
」
に
委
ね
た
。

一
八
三

0
年
代
以
降
の
共
和
主
義
は
、
人
民
主
権
論
を
復
権
さ
せ
、
都
市
労
働
者
層
を
中
心
と
す
る
貧
困
を
、
政
治
的
原
理
に
か
か
わ
る

問
題
と
し
て
問
い
直
し
た
。
彼
ら
は
「
社
会
」
の
構
成
自
体
の
変
革
を
唱
え
、
そ
の
延
長
上
に
、
「
杜
会
的
共
和
国
(
夜
宮

E
S
E
E
n
-号
)
」

の
樹
立
を
目
指
す
。
本
稿
で
は
、
革
命
期
の
共
和
主
義
と
区
別
さ
れ
る
一
八
三

O
年
以
降
の
共
和
主
義
を
「
社
会
的
共
和
主
義
」
と
称
し
、

そ
れ
を
政
治
経
済
学
・
社
会
経
済
学
に
対
抗
す
る
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
の
一
類
型
と
し
て
考
察
す
る
。



第
一
款

先
行
研
究
と
視
角

フランス福祉国家の思想的i原流(1789-1910年)(3) 

最
初
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
整
理
し
た
う
え
で
、
本
稿
の
視
角
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
革
命
期
の
共
和
主
義
と
比
較
す
る
と
、
十
九

世
紀
フ
ラ
ン
ス
共
和
主
義
へ
の
関
心
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
希
薄
で
あ
っ
た
。
共
和
主
義
者
に
関
す
る
古
典
的
研
究
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に

書
か
れ
た
二
つ
の
著
作
ー
一
八
一
五
年
か
ら
一
八
七
O
年
ま
で
を
扱
っ
た
ヴ
ェ
イ
ユ
の
研
究
、
七
月
王
政
か
ら
第
二
帝
政
を
扱
っ
た
チ
エ
ル

(
2
)
 

ノ
フ
の
研
究
で
あ
る
。
ヴ
エ
イ
ユ
の
研
究
が
政
治
史
の
叙
述
を
中
心
と
す
る
の
に
た
い
し
、
チ
エ
ル
ノ
フ
の
研
究
は
、
主
要
人
物
の
思
想

と
行
動
を
叙
述
し
、
四
八
年
に
権
力
を
握
る
共
和
主
義
者
た
ち
が
、
普
通
選
挙
や
共
和
政
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
越
え
た
具
体
的
な
政
治
プ
ロ

(3) 

グ
ラ
ム
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
第
三
共
和
政
期
を
、
代
表
制
と
政
党
制
の
導
入
に
よ
る
近
代
民
主

政
治
の
確
立
期
と
位
置
づ
け
、
そ
の
成
立
に
至
っ
た
要
因
を
十
九
世
紀
史
の
内
に
探
る
と
い
う
関
心
が
、
主
流
を
占
め
て
い
る
。
『
リ
パ
ブ

リ
カ
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
を
著
し
た
ノ

l
ド
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
一
八
七
0
年
代
に
民
主
的
制
度
が
根
づ
い
た
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
問
い

(4) 

を
立
て
、
そ
の
ひ
と
つ
の
要
因
を
、
国
{
永
か
ら
の
「
市
民
社
会
」
の
文
化
的
自
律
に
求
め
て
い
る
。
ハ
ザ
レ

l
シ
ン
ハ
は
、
第
三
共
和
政
期

の
義
務
教
育
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
近
代
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
が
成
立
し
た
、
と
す
る
通
説
を
批
判
し
、
そ
の
起
源
を
、
第
二
帝
政

(5) 

期
の
政
治
文
化
、
と
り
わ
け
自
由
主
義
者
、
王
党
派
、
共
和
派
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
分
権
論
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼

は
近
著
に
お
い
て
、
第
三
共
和
政
期
の
共
和
主
義
の
「
知
的
起
源
」
と
し
て
、
第
二
帝
政
期
の
五
人
の
共
和
主
義
思
想
家
l
エ
ミ

l
ル
・
リ

ト
レ
、
デ
ユ
ポ
ン
・
ウ
イ
ッ
ト
(
ロ
吾

g
Eぎ
喜
由
)
、

(
宮
町
口
口
町
〈
白
n
F
2
0同
)
、

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ヴ
ア
シ
ュ
ロ

ユ
ジ
ェ
ヌ
・
ペ
ル
タ
ン

1
5
p
-
-
2
2
)
、
ジ
ュ
ー
ル
・
パ
ル
ニ
ー
を
採
り
上
げ
、
彼
ら
が
公
共
善
へ
の
志
向
、
エ
リ
ー
ト
主
義
、
教
育
の
重
視
な
ど
を
共
有
す
る
に

(
6
)
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
文
脈
に
応
じ
て
そ
の
思
想
内
容
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
思
想
史
研

究
を
代
表
す
る
ロ
ザ
ン
ヴ
ア
ロ
ン
は
、
普
通
選
挙
制
(
一
九
九
二
年
)
、
代
表
制
(
一
九
九
八
年
)
に
か
ん
す
る
思
想
史
研
究
に
つ
づ
い
て
、

(開

ct
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説

同
時
期
の
民
主
主
義
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
『
未
完
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
(
二
0
0
0
年
)
を
著
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
十
九
世
紀
の
「
民

論

主
主
義
の
臨
界
例

(
g
E日
号
宮
伝

B
R
E
E」
と
し
て
、
「
理
性
主
権
」
に
依
拠
す
る
十
九
世
紀
前
半
の
ド
ク
ト
リ
ネ
i
ル
、
民
衆
の
革

命
運
動
に
立
脚
す
る
プ
ラ
ン
キ
主
義
、
民
衆
の
直
接
的
政
治
参
加
を
主
張
す
る
一
八
五
O
年
前
後
の
共
和
主
義
、
人
民
投
票
に
基
づ
く
第
二

帝
政
期
の
皇
帝
支
配
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
試
行
錯
誤
を
経
て
、
第
三
共
和
政
以
降
に
代
表
制
や
レ
フ
ア

(7) 

レ
ン
ダ
ム
な
ど
が
導
入
さ
れ
、
「
中
庸
の
民
主
主
義
(
♀
2
5
n
E
5
含

5
0苫
ロ
)
」
が
確
立
し
た
。

(
8
)
 

以
上
の
研
究
に
お
い
て
、
三
0
年
代
か
ら
四
0
年
代
の
共
和
主
義
思
想
は
、
大
き
く
言
え
ば
、
第
三
共
和
政
へ
至
る
「
習
熟
過
程
」
、
「
過

渡
期
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
研
究
を
代
表
す
る
ニ
コ
レ
の
『
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
思
想
一
七
八
九

ー
一
九
二
四
年
』
で
は
、
そ
の
叙
述
の
多
く
が
第
三
共
和
政
期
の
思
想
に
割
か
れ
、
四
0
年
代
の
共
和
主
義
は
、
数
頁
し
か
採
り
上
げ
ら
れ

(
9
)
 

て
い
な
い
。
キ
ユ
ヴ
ィ
エ
は
、
四
八
年
を
中
心
と
し
た
共
和
主
義
へ
の
一
般
的
評
価
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
暖
味
模

糊
と
し
た
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
的
性
格
」
の
思
想
で
あ
り
、
「
素
朴
で
夢
想
的
な
人
び
と
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
歴
史
的
に
は
、
農
業
を

中
心
と
し
た
「
古
い
フ
ラ
ン
ス
」
か
ら
、
産
業
を
中
心
と
し
た
「
一
八
六
O
年
の
フ
ラ
ン
ス
」

(m) 

た
、
と
。

へ
至
る
「
過
渡
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
っ

こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
、
一
八
三
O
年
か
ら
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
共
和
主
義
に
た
い
す
る
主
に
二
つ
の
解
釈
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
。
第
一
は
、
そ
れ
が
具
体
的
な
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
た
ず
、
政
治
的
・
社
会
的
運
動
に
付
随
し
た
「
ロ
マ
ン
主
義
的
」
表
出
に
と
ど

ま
っ
た
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

マ
ク
シ
ム
・
ル
ロ
ワ
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
が
、
道
徳
的
規
制
か
ら
の
情
念
の
解
放
を

一
八
三
O
年
以
降
、
社
会
的
な
従
属
関
係
か
ら
の
解
放
を
主
張
す
る
「
社
会
ロ
マ
ン

調
う
一
八
三
O
年
以
前
の
文
学
的
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
、

(
日
)

主
義
」
へ
と
変
質
し
た
、
と
指
摘
す
る
。
文
学
史
を
研
究
す
る
ベ
ニ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
は
、
未
来
へ
の
解
放
を
語
、
っ
「
預
言
者
の

(ロ)

時
代
(
目
立
n
g宮
a
g
官
喜
志
向
町
田
)
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
科
学
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が
唱
え
ら
れ
、
詩
や
美
術
に
よ
っ
て
「
新
し
い
世
界
」

北法55(5・110)1964 



(
日
)

が
表
現
さ
れ
た
。
第
二
共
和
政
研
究
を
代
表
す
る
ア
ギ
ユ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
四
八
年
世
代
の
ロ
マ
ン
主
義
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
民
俗

(F-F

(
M
)
 

E
B
)
」
と
「
ナ
シ
オ
ン
」
の
「
発
見
」
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
下
か
ら
の
民
衆
の
情
念
や
運
動
を
代
弁
し
た
運
動
で
あ
り
、
し

(
日
)

ば
し
ば
「
宗
教
的
」
色
彩
を
伴
っ
た
、
と
い
う
。

第
二
は
、
こ
の
時
期
の
共
和
主
義
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
思
想
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
主
義
と
の
過
渡
的
な
混
合
で
あ
っ
た
、
と
す
る
理
解
で

あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
、
二
月
革
命
を
検
討
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
に
お
い
て
、
そ
の
運
動
が
金
融
貴
族
の
寡
頭
支
配
に
対

抗
す
る
産
業
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
l
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
、
農
民
な
ど
の
諸
党
派
に
担
わ
れ
、
内
部
に
階
級
的
利
害
対
立
を

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 

「
潜
在
」
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
第
二
共
和
政
と
は
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
の
代
表
問
の
妥
協
」
の
産
物
に
す
ぎ

(
凶
)

ず
、
そ
う
し
た
融
和
の
象
徴
が
、
こ
の
時
期
に
称
揚
さ
れ
た
「
友
愛
」
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
共
和
主
義
を
、
社
会
経
済
構
造
と

(
げ
)

の
関
連
で
考
察
し
た
ピ
ル
ビ

l
ム
も
、
そ
の
過
程
に
、
思
想
上
の
同
一
性
や
収
数
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
様
性
や
対
立
を
見
出
し
て
い
る
。

キ
ユ
ヴ
ィ
リ
エ
は
、
四
八
年
世
代
の
社
会
主
義
者
の
提
唱
し
た
社
会
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
論
者
の
数
だ
け
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

(
同
)

て
い
る
。
以
上
の
指
摘
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
四
八
年
二
月
革
命
に
至
る
運
動
は
、
ナ
シ
オ
ナ
ル
派
(
穏
健
共
和
派
)
、
レ
フ
ォ
ル
ム
派
(
左

派
共
和
派
)
、
社
会
主
義
者
(
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
、
フ
ー
リ
エ
主
義
、
ピ
ユ
シ
ェ
主
義
、
共
産
主
義
、
ブ
ル

l
ド
ン
主
義
な
ど
)
な
ど
、

多
様
な
勢
力
に
よ
る
協
働
の
産
物
で
あ
っ
た
。
二
月
革
命
直
後
か
ら
翌
年
の
六
月
蜂
起
に
か
け
て
顕
在
化
し
て
い
く
こ
れ
ら
の
勢
力
の
分
岐

を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
の
「
共
和
主
義
」
と
は
、
本
来
異
な
る
思
想
が
共
存
し
た
「
過
渡
期
」
の
現
象
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
七
月
王
政
か
ら
第
二
共
和
政
に
か
け
て
の
共
和
主
義
を
、
社
会
主
義
と
区
別
さ
れ
る
「
社
会

問
題
」

へ
の
対
応
の
一
類
型
と
し
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
主
た
る
対
象
と
す
る
の
は
、
自
ら
の
生
活
利
害
に
立
脚
し
て
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
・

(
川
口
)

政
治
運
動
を
展
開
し
た
職
人
・
労
働
者
層
で
は
な
く
、
一
八
四
八
年
以
降
に
一
時
的
に
統
治
層
を
構
成
す
る
共
和
派
知
識
人
(
法
律
家
、
著
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説

述
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
)
た
ち
を
中
心
と
す
る
言
説
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
対
象
の
設
定
を
行
う
狙
い
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
。

第
一
は
、
共
和
派
知
識
人
の
思
想
に
見
ら
れ
る
「
ロ
マ
ン
主
義
的
」
傾
向
と
、
彼
ら
の
「
社
会
問
題
」

へ
の
把
握
を
関
連
づ
け
て
理
解
す

きる&
ロ岡

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
レ
ン
ソ
ン
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
時
期
の
共
和
主
義
に
お
け
る
「
人
民
」
の
神
聖
視
、
宗
教
へ
の
コ
ミ
ツ

(
初
)

ト
メ
ン
ト
は
、
共
和
派
知
識
人
に
よ
る
民
衆
層
の
心
性
・
利
害
の
「
代
表
(
『
昌
広
田
町
E
S
S
)
」
と
い
う
機
制
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ア
ギ
ユ

ロ
ン
は
こ
う
し
た
傾
向
を
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
キ
リ
ス
ト
教
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
民
衆
層
の
精
神
的
「
空
白
」
の
充
足
、
あ
る

(
幻
)

い
は
、
民
衆
層
に
根
強
く
残
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
共
和
主
義
の
伝
播
の
た
め
に
利
用
し
た
も
の
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
共
和
派
知
識
人
は
、

「
友
愛
」
「
人
間
主
義
」
な
ど
の
「
ロ
マ
ン
主
義
的
」
概
念
を
媒
介
す
る
こ
と
で
、
「
社
会
問
題
」
を
ナ
シ
オ
ン
と
い
う
統
合
の
象
徴
と
結
び

つ
け
、
そ
れ
を
「
労
働
の
権
利
宣
言
問

2
5〈
色
)
」
お
よ
び
「
普
通
選
挙
権
」
と
い
う
権
利
の
問
題
や
、
「
社
会
的
共
和
国
(
夜
宮
Z
5
5

目

onF
色
白
)
」
の
樹
立
と
い
う
政
治
体
制
の
問
題
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
「
社
会
問
題
」
論
は
、
民
衆
層
の
生
活
利
害
に
即
し
た
具

体
的
構
想
を
離
れ
る
こ
と
で
、
政
治
経
済
学
・
社
会
経
済
学
と
は
異
な
る
民
衆
層
の
統
合
の
論
理
と
し
て
機
能
し
た
。
本
章
の
ひ
と
つ
の
目

的
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
展
開
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
第
二
帝
政
下
の
哲
学
者
に
よ
る
共
和
主
義
へ
の
問
い
直
し
を
、
「
友
愛
」
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
採
り
上
げ
、
「
友
愛
」
か
ら
「
連

帯
」
へ
の
概
念
的
変
化
を
、
「
社
会
的
共
和
主
義
の
再
構
成
」
と
い
う
丈
脈
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
十

(
勾
)

九
世
紀
半
ば
の
共
和
主
義
が
、
民
主
主
義
の
未
成
熟
や
、
労
働
者
の
「
階
級
意
識
」
形
成
に
至
る
前
史
を
一
不
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
三
共
和

政
期
の
共
和
主
義
や
社
会
政
策
論
へ
と
批
判
的
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

以
下
で
は
ま
ず
、
三
0
年
代
以
降
の
共
和
主
義
者
の
言
説
の
場
に
つ
い
て
検
討
し
、
社
会
経
済
学
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
(
第
二
款
)
。

次
に
、
共
和
主
義
者
に
よ
る
「
社
会
問
題
」
認
識
を
採
り
上
げ
、
「
友
愛
」
概
念
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
(
第
二
節
)
。
そ
の
上
で
、
「
社

会
的
共
和
国
」
の
統
治
像
と
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
(
第
一
二
節
、
第
四
節
)
、
第
二
帝
政
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
論
ず
る
(
第
五
節
)
。
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ミ
ミ
q
g
ミ
向
き
向
き
守
S
R
E
え
え
と
之
、
2
2
色
町
三
号
、
内
~
色
。
b
~
室
戸
C
H
E
P
O
S
E
S
司

stg-ハ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
い
か
な

る
時
代
も
、
十
九
世
紀
前
半
ほ
ど
に
社
会
的
技
芸
(
皇
8
a
包
)
に
関
す
る
学
説
が
熱
心
に
教
え
ら
れ
た
時
期
は
な
か
っ
た
」
(
目
E
h
-
-
℃
・
出
唱
)
。

B
E
E
-
思
E
n
F
O
E
-
E
S百
九
2

3

1
宮
町
民
R
5
2
h
h
~
.
守
還
さ
き
屯
宮
内
同
呂
田
・
0
巳
E
S
E
-
ヨ
斗
・

(日

)
S
R
-
宅
-
-
O
E
-
M
-

(
日
)
〉
加
E
z
o
p
c
、
.
円
九
同
・
・
唱
-
M
H
・

(
日
)
E
R
・
同
国
・
お
な
ど
。
凹
八
年
世
代
の
左
派
の
宗
教
性
に
つ
い
て
は
ベ
レ
ン
ソ
ン
の
以
下
の
研
究
を
参
照
。
E
Z
E

∞2
2
8
p
、
毛
色
h
H
河
内
~
千

句
凡
q
z
b
ミ

tkず
ま
話
、
。
~
凡
な
町
三
司
守
S
R
』
色
。
，
出
M
N
・
ヨ
ロ
n
m
S
P
E
R
E
ロ
E
5
2
q
p
g
・
-
遺
品
二
〉
2
2
m
m
-
荘
。
ロ
。
ご
F
m
F
喜
一

n
E
m
z
s
q
g
a
r
s
}
知
包
囲
a
g
s
s
P
2
8
・

5
5ム
ま
∞

Y
百
卑
同
国
吉
岡
田
F
E
S
S
Z
O
B
O
E
え

aJ呂
町
司
、
言
急
S
E
喜
久
ぎ
室
内
ミ

内リミ一宮、
n
H
1
句山Ml』勾弘句・円。ロ色。ロ・MMO同
-m日目。ロ司】つ四回PロVMS・
-u目
u
・凶品凶'uac・

(
凶
)
マ
ル
ク
ス
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
大
月
書
庖
、
一
九
六
O
年
、
三
八
頁
、
四
六
頁
。

(
げ
)
ピ
ル
ピ

l
ム
に
よ
れ
ば
、
共
和
主
義
の
理
念
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
受
容
、
自
由
・
平
等
・
友
愛
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
反
教
権

主
義
、
愛
国
主
義
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
こ
れ
ら
は
共
和
主
義
の
独
占
物
と
は
到
底
い
え
な
い
」
(
E
B己
白
戸

E
'

Z
E
f
h
S
E
守
口
町
2
2
5
5
g
ミ芯
S
H
E
-
p
g
q
h
J
S
R
昆
工
・
旨
戸
F
O
E
S
-
Y白
血

n
E
E
・

3
3・匂・
M
M
)
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン

ス
「
共
和
主
義
」
と
は
、
時
々
の
状
況
の
中
で
規
定
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
か
の
同
一
性
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
凶
)
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
の
唱
え
る
生
産
の
集
合
的
・
階
層
的
組
織
化
、
フ
ー
リ
エ
主
義
の
唱
え
る
フ
ァ
ラ
ン
ス
テ
l
ル
に
よ
る
資
本
・
労
働
の

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
ヵ
ベ
の
主
張
す
る
財
の
共
有
に
基
づ
く
平
等
主
義
的
共
同
体
、
ビ
ュ
シ
エ
に
よ
る
労
働
者
の
生
産
協
同
組
合
、
ル
イ
・
プ

ラ
ン
に
よ
る
社
会
作
業
所
、
ペ
ク
l
ル
(
司
忠
告
E
『
)
と
ヴ
ィ
ダ
ル
(
〈
広
島
に
よ
る
国
家
社
会
主
義
、
プ
ル
l
ド
ン
に
よ
る
信
用
制
度
の
変

革
な
ど
。
内
向
。
号
室
戸
旬
巴
ヨ
ヨ
2
同

H
R
h
。
~
。
句
史
問
h
n
t
昌
弘
0
・也、.門戸唱・
M
M
-
-

邦
語
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
阪
上
孝
編
『
一
八
四
八
l
国
家
装

置
と
民
衆
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
八
五
年
)
に
所
収
さ
れ
た
諸
論
文
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
二
共
和
政
期
の
共
和
主
義
を
主
題
と
し
た
論

文
に
お
い
て
、
田
中
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
『
共
和
政
』
に
託
さ
れ
た
内
実
は
多
様
に
し
て
対
立
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
『
共

和
主
義
』
は
多
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
(
田
中
正
人
「
共
和
主
義
と
第
二
共
和
政
」
『
一
八
四
八
l
国
家

装
置
と
民
衆
』
、
一
一
一
一
一
頁
)
。

(
凶
)
こ
の
時
期
の
運
動
の
主
た
る
担
い
手
は
、
工
場
労
働
者
で
は
な
く
、
印
刷
職
人
、

説笥ふ
ロ冊

仕
立
て
屋
、
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靴
屋
、

石
工
な
ど
の
手
工
業
者
で
あ
っ
た



(
切
『
g
n
F
R
a
e
h
も
円
九
定
、
S
A
b
g
町
民
~
室
内
2
出
向
円
E
a
s
ミ
宅
'
E玄
-
F
f
c
o
p
-申告・

3
・凶。，怠)。

(
却
)
切
O
R
E
S
喝
、
§
ミ
E
河
内
~
町
、
皇
室
去
、
色
e

ま
=
旬
、
。
~
凡
E
a
-
-
-
屯
・
円
九
H
J
司
・
主
-

(
幻
)
〉
加
国
-yop
』句弘旬。宮町ば旬、ミミな窓同時丸町宮』NeSF~ミHhmww也、.円九H---u-M凶・-YMAPAW-

(
辺
)
十
九
世
紀
半
ば
の
「
階
級
意
識
」
の
形
成
に
関
し
て
は
、
以
下
が
詳
し
い
o
m
g
色
色
〉
B
S
S
F
E
E
H
Z
ミ
E
ミ
円
邑
2
・
2
b
a
g
s
E
S

s
h
出
河
町
、
5
E
2
3
』
u
q
~
』
同
凡
な
言
、
、
き
門
戸
話
L
Wも『旨
ud.噌江口町四円
o
p
p・
5
8
8
=
d
口
Z
m『丘四〕『市円四国間・

3
3
.

第
二
款

言
説
の
場

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (3) 

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
(
第
二
章
第
四
節
)
、
七
月
王
政
初
期
に
は
、

ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
i
、
文
学
者
、
弁
護
士
、
学
生
、
労
働
者
な
ど
の

手
に
よ
っ
て
、
「
秩
序
・
進
歩
協
会
(
由
2
5
m
号
-
6
E
8
2
a
c
匂
『
。
慢
な
)
」
「
ユ
ニ
オ
ン
(
5
5
ロ
)
」
「
七
月
の
宣
言
(
尽
己
曲
目
宮
内
田
号
』
Z
5
2
)
」

な
ど
、
様
々
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
最
も
重
要
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
穏
健
共
和
派
の
「
天
は
自
ら
助
け
る

も
の
を
助
く
な
2
5品
E
骨
'
E
L
3
E
ぺ
色
。
R
S
H
急
進
共
和
派
の
「
人
民
の
友
協
会
(
凹
2
5恥
骨
2
5
U
E
宮
吾
庁
)
」
で
あ
っ
た
。
予
」

れ
ら
は
、
労
働
者
の
境
遇
改
善
、
初
等
教
育
の
充
実
、
累
進
課
税
、

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
自
由
な
ど
を
掲
げ
、
し
ば
し
ば
街
頭
で
の
示
威
行

動
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
運
動
は
、
一
二
三
l
l
三
四
年
の
「
人
権
協
会
(
目
2
5
臥
母
国
U
8
5
色
町
三
。
B
g
m
)
」

の
結
成
に
お
い
て
頂
点
を
迎
え

一
八
一
二
一
年
、
三
四
年
の
リ
ヨ
ン
、
パ
リ
で
の
運
動
を
経
て
、
=
一
四
年
に
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
規
制
の
強
化
が
、
三
五
年
に
は

新
聞
の
発
刊
規
制
と
検
閲
の
強
化
な
ど
が
定
め
ら
れ
る
と
、
一
部
の
共
和
派
は
秘
密
結
社
に
お
い
て
活
動
し
、
多
く
の
者
は
雑
誌
や
新
聞
を

通
じ
た
言
論
活
動
、
議
会
に
お
け
る
改
革
運
動
へ
と
重
心
を
移
し
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
で
影
響
力
を
獲
得
し
た
の
は
、
穏
健
共
和
派
の
「
ナ

(
お
)

シ
オ
ナ
ル
」
誌
、
急
進
共
和
派
の
「
レ
フ
ォ
ル
ム
」
誌
な
ど
で
あ
っ
た
。

一
八
四
0
年
代
に
は
、
公
権
力
と
結
び
つ
い
た
秩
序
維
持
装
置
と
し
て
の
パ
ト
ロ
ナ
l
ジ
ユ
や
共
済
組
合
に
た
い
し
て
、
労
働
者
同
士
の

る
。
し
か
し
、

北法55(5・115)1969 



説

生
産
協
同
組
合
、
消
費
組
合
、
共
済
組
合
な
ど
を
結
成
す
る
動
き
が
強
ま
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
も
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
へ
の
法
的
規
制
の
下

(
M
)
 

で
は
「
限
定
的
で
、
孤
立
し
た
試
み
に
と
ど
ま
っ
た
」
。
公
権
力
や
上
層
階
級
に
よ
っ
て
、
温
情
主
義
的
な
管
理
の
対
象
と
見
な
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
徐
々
に
経
済
的
目
的
を
越
え
た
体
制
全
体
に
た
い
す
る
対
抗
意
識
を
強
め
、
や
が
て
「
社
会
的
共
和
国
」
設

立
に
向
け
た
政
治
運
動
を
担
う
勢
力
と
し
て
、
上
記
の
共
和
主
義
者
と
合
流
し
て
い
く
。

答品
両岡

本
章
で
は
、
こ
の
う
ち
前
者
の
共
和
派
知
識
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
雑
誌
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
著
書
・
第
二
共
和
政
下
の
議
会
討
論
を
、

主
た
る
検
討
対
象
と
す
る
。

(
お
)
「
ナ
シ
オ
ナ
ル
」
誌
は
テ
イ
エ

l
ル
ら
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
、
ク
レ
ミ
ュ

l
、
カ
ル
ノ
な
ど
の
協
力
者
を
擁
す
る
。
「
レ
フ
オ
ル
ム
」
誌
は
カ

ヴ
ア
ニ
ヤ
ツ
ク
の
手
で
創
刊
さ
れ
、
ル
イ
・
プ
ラ
ン
、
ラ
ム
、
不
、
ア
ラ
ゴ
、
ル
ド
リ
ュ
・
ロ
ラ
ン
な
ど
が
協
力
者
と
し
て
名
前
を
連
ね
る
。

(
M
)
Z
S
E
E
S
-
E
5
2
色町~ミ
5
2
h
h
・8
8
Sき
p
?
?
告
・
♀
・
・
ヲ
岩
肌
・

第
二
節

社
会
問
題
と
共
和
主
義

第
一
款

未
完
の
革
命

フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
階
層
的
諸
身
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
社
会
に
代
わ
り
、
私
的
自
律
を
有
す
る
平
等
な
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
秩

序
像
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
主
体
と
は
、
身
分
や
職
業
団
体
な
ど
か
ら
析
出
さ
れ
た
自
律
的
個
人
で
あ
る
。
革
命
期
に
お
け

る
表
現
の
自
由
、
労
働
の
自
由
の
規
定
は
、
こ
う
し
た
理
念
を
具
体
化
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
シ
エ
イ
エ
ス
は
、
代
表
を
通
じ
た
個

北法55(5・116)1970 



フランス福祉国家の思想、的潟、流(1789-1910年) (3) 

人
の
「
抽
象
化
」
に
よ
っ
て
、
政
治
体
を
支
え
る
「
市
民
」
が
生
み
出
さ
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
個
人
を
公
的
な

事
柄
へ
と
捧
げ
尽
く
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
感
性
的
存
在

3
5
8
5
z
o
)
を
抽
象
的
存
在
(
空
白
毎
回

5
5
へ
と
捧
げ
尽
く
す
こ
と
で
あ

(
1
)
 

る
」
。
個
別
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
個
人
が
「
抽
象
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
的
人
格
と
し
て
立
ち
現
れ
、
こ
の
よ
う
な
「
市
民
」

(
2
)
 

か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
ナ
シ
オ
ン
」
の
同
質
性
と
一
体
性
が
保
障
さ
れ
る
。
シ
エ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
「
抽
象
化
」
を
成
り
立

た
し
め
る
の
は
、
「
受
動
的
市
民
」
と
「
能
動
的
市
民
」
の
機
能
的
分
業
で
あ
り
、
能
動
的
市
民
に
よ
る
「
代
表
」
と
い
う
機
制
で
あ
っ
た
。

革
命
中
期
以
降
の
共
和
主
義
者
は
、
共
和
国
を
構
成
す
る
「
人
民
」
と
、
権
力
行
使
の
主
体
と
し
て
の
「
市
民
」
を
等
置
し
た
。
ロ
ベ
ス

ピ
エ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
「
市
民
」
と
は
、
公
的
な
事
柄
を
私
的
な
事
柄
よ
り
優
先
し
う
る
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
市
民
」
は
、
「
友
愛
」
の

精
神
(
祖
国
愛
)
を
内
面
化
し
た
全
「
人
民
」
と
重
な
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
の
「
友
愛
」
概
念
は
、
共
和
国
に
敵
対
す
る
貴
族
や
、
愛
国
心

の
欠
知
し
た
個
人
、
外
国
人
の
排
除
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
七
九
三
年
の
ジ
ヤ
コ
パ
ン
支
配
と
、
そ
の
後
の
一
ア
ロ
ル
の
記
憶
に
結
び
つ
い
た
共
和
主
義
は
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
以
降
も
長
く
忌
避

(3) 

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
八
一
四
年
の
時
点
で
共
和
政
を
望
む
者
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
人
三
O
年
九
月
二
十
一
日
の

新
聞
「
ジ
ユ
ル
ナ
ル
・
ド
・
デ
パ
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
共
和
政
と
は
、
商
人
に
と
っ
て
は
[
利
益
の
]
最
大
化
で

あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
は
略
奪
と
死
刑
で
あ
る
。
つ
ま
り
万
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
無
秩
序
で
あ
り
、
内
戦
で
あ
り
、
対
外
戦
争

(
4
)
 

で
あ
る
」
。

七
月
王
政
期
支
配
層
は
、
市
民
的
平
等
の
原
理
を
受
容
し
つ
つ
も
、
革
命
期
の
「
人
民
主
権
」
論
を
批
判
し
、

-
七
九
一
年
と
一
七
九
三

北法55(5・117)1971

年
を
切
り
離
そ
う
と
し
た
。
テ
ィ
エ
リ
や
ギ
ゾ
ー
な
ど
、
「
歴
史
」
「
文
明
化
」
の
観
念
を
中
心
に
思
想
を
展
開
し
た
自
由
主
義
者
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
草
命
の
意
義
は
、
絶
対
王
政
か
ら
自
由
な
体
制
へ
の
転
換
に
あ
っ
た
。
そ
の
本

(5) 

一
七
九
三
年
の
ジ
ャ
コ
パ
ン
支
配
は
、
革
命
か
ら
の
逸
脱
に
す
ぎ
な
い
。
七
月
王
政
期
の
ド

質
は
一
七
九
一
年
憲
法
に
体
現
さ
れ
て
お
り
、



説

ク
ト
リ
ネ
l
ル
は
、
シ
エ
イ
エ
ス
の
思
想
を
引
き
継
ぎ
、
市
民
的
権
利
の
平
等
と
、
政
治
的
権
利
と
を
区
別
す
る
。
政
治
的
権
利
を
担
い
う

る
の
は
「
人
民
」
で
は
な
く
、
ニ
疋
の
財
産
と
教
養
を
持
っ
た
中
間
層
で
あ
る
。
制
限
選
挙
に
基
づ
く
代
表
制
に
よ
っ
て
、
「
理
性
」
を
有

す
る
新
し
い
エ
リ
ー
ト
層
を
選
出
し
、
統
治
機
構
に
彼
ら
の
「
理
性
」
を
集
中
化
す
る
と
と
も
に
、
社
会
を
教
育
・
陶
冶
す
る
こ
と
で
、
新

た
な
秩
序
が
実
現
さ
れ
る
(
「
理
性
主
権
」
論
)
。
産
業
化
に
よ
っ
て
現
れ
た
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
は
、
法
的
領
域
と
区
別
さ
れ
た
「
モ

ラ
ル
」
の
領
域
の
問
題
と
さ
れ
、
階
層
的
社
会
観
を
前
提
に
、
上
層
階
級
の
パ
タ
l
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
下
層
階
級
の
「
モ
ラ
ル
化
」

号d.
jjJ周

へ
と
委

ね
ら
れ
る
。

「
社
会
的
共
和
主
義
」
は
、
七
月
王
政
期
に
お
い
て
、
支
配
層
の
政
治
経
済
学
・
社
会
経
済
学
に
対
抗
す
る
共
和
派
知
識
人
に
担
わ
れ
た
。

(6) 

彼
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
人
民
主
権
」
論
を
復
権
さ
せ
、
そ
れ
を
実
質
化
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
一
七
九
三
年
の

持
つ
意
味
は
、
自
由
主
義
者
に
よ
る
革
命
解
釈
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
八
三
0
年
代
以
降
、
共
和
主
義
の
歴
史
家
の

手
に
よ
る
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
一
七
九
一
年
と
一
七
九
三
年
は
連
続
し
た
過
程
で
あ
り
、
一
七
九
三

年
の
ジ
ヤ
コ
パ
ン
憲
法
は
、
そ
の
頂
点
と
な
る
成
果
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
意
義
は
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
l
に
代
え
て
「
人
民
に
よ
る

人
民
の
支
配
」
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
ピ
ユ
シ
ェ
は
一
八
三
四
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
、
全
四
十
巻
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
議

会
史
』
(
切
口
nva-
固
な

S
Z
E号
、
言
語
豆
『
問
符

E
』
刊
号
ミ
ミ

SHHY225)
を
発
刊
し
、
そ
の
「
趣
意
書
」
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
「
平

(7) 

等
と
新
た
な
社
会
的
目
的
」
を
勝
ち
取
る
た
め
の
革
命
で
あ
っ
た
、
と
位
置
づ
け
た
。

ス
革
命
』

(
β
g
ロ
o
p
t
S
5た
む
さ
き
同
時

H
E
均
号
。

~
E
S
H
Y
S
2
5
)
が
発
刊
さ
れ
、

一
人
四
五
年
に
は
キ
ネ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
と
フ
ラ
ン

一
八
四
七
年
に
は
、

ル
イ
・
ブ
ラ
ン
に
よ
る
全
十
五

巻
の
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』

(
E
g
n
-
E
S言
待
宮
尽
さ
』
足
立
。
=
」
守
2
2
5
)
、
ミ
シ
ユ
レ
の

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』

(
Z
E
E
m
F
E
5
2色
町

宮
思
ゼ
ミ
塁
。

s
H
Y
2
2
2
)
が
発
刊
さ
れ
た
。
プ
ラ
ン
は
一
七
九
三
年
憲
法
を
、
「
人
類
の
友
愛
の
理
念
を
実
現
し
た
世
界
で
最
初
の
社
会
協

(
8
)
 

約
(
宮
n
B
E
n
s
-
)
」
と
称
し
、
ミ
シ
ユ
レ
は
、
一
七
八
九
年
全
国
三
部
会
の
招
集
を
「
人
民
生
誕
の
紀
元
」
と
ザ
ト
、
革
命
の
終
駕
を
ロ
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ペ
ス
ピ
エ

l
ル
の
死
去
に
置
い
た
。

こ
の
時
期
の
共
和
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
人
民
の
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
未
完
の
革
命
に
と
ど
ま
っ
た
。
ル
イ
・

プ
ラ
ン
は
言
う
。
「
抽
象
的
に
捉
え
ら
れ
た
法
H
権
利

2
8
5
と
は
、
一
七
八
九
年
以
来
、
人
民
を
酷
使
す
る
霊
気
楼
で
あ
っ
た
。
法
H

(
叩
)

権
利
と
は
、
人
民
に
と
っ
て
、
彼
ら
が
有
し
て
い
た
生
き
た
保
護
に
代
わ
る
、
抽
象
的
で
死
ん
だ
保
護
で
あ
る
」
。
法
H
権
利
に
よ
っ
て
把

握
さ
れ
た
個
人
は
、
実
際
に
は
、
「
飢
え
、
寒
さ
、
無
知
、
偶
然
に
取
り
愚
か
れ
た
人
間
」
で
あ
る
。
彼
ら
に
真
の
自
由
を
も
た
ら
す
た
め

に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
抽
象
す
る
「
法
H

権
利
」
の
宣
言
で
は
な
く
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
条
件
自
体
を
変
革
す
る
「
社
会
革

命
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (3) 

「
人
権
協
会
」

の
ソ
リ
ア
ツ
ク
は
、
「
社
会
」
内
部
に
は
ら
ま
れ
た
分
裂
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
社
会
の
成
員
が
、
習
俗
と

利
害
に
よ
っ
て
完
全
に
分
裂
し
、

一
方
が
教
育
と
偏
見
を
、
他
方
が
無
知
と
夢
想
を
有
し
て
い
る
。
一
方
が
全
て
を
所
有
し
、
休
息
と
事
楽

(
日
)

に
興
じ
て
お
り
、
他
方
が
何
も
所
有
せ
ず
、
絶
え
間
な
く
働
き
、
貧
困
に
よ
っ
て
死
ん
で
い
る
」
。
こ
う
し
た
状
況
に
た
い
し
て
、
「
観
念
的

(ロ)

で
は
な
く
、
「
社
会
的
平
等
」
が
必
要
で
あ
る
。
同
じ
一
八
三
四
年
に
、
共
和
派
の
主
要
雑
誌
の
ひ
と
つ

平
等
」

「
共
和
派
雑
誌
(
慰
霊
肉

可

h
B
E
E宮
町
こ
の
中
で
、
デ
ユ
ポ
ン
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。
「
政
治
体
制
に
終
始
す
る
の
は
正
し
い
考
え
で
は
な
い
。
社
会
問
題
こ

(
日
)

そ
が
第
一
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
共
和
主
義
者
は
法
の
「
抽
象
性
」
を
批
判
し
、
「
社
会
」
そ
れ
自
体
を
平
等
な
共
同
体
へ
と
「
再
生
」
さ
せ

(M) 

る
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
ら
の
目
指
す
「
社
会
的
共
和
国
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
」
の
変
革
の
延
長
上
に
再
定
義
さ
れ
た
体
制
で
あ

る

(
1
)
、
告
九
町
、
同
町
九
四

yr・
〉
『
n
Z
F
〈
町
田
口
邑

oE-何
回
一

M
∞
品
〉
・
司
・
凶
・

ιoM由
回
目
吋
ア

2
広
田
】
質
問
》
回
目
司
刊
列
。
明
白
ロ
〈
包

-
o
p
E
E
hも
な
さ
さ
号
。
守

~
?
-
E
E
S凡
な
供
出
向
宮
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第
二
款

人
類
と
い
う
宗
教

一
八
三
四
年
、
雑
誌
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
論
説
の
中
で
、
ロ
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
人
民
の
心
を
揺
り
動
か
し
た
数
々

の
熱
望
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
よ
く
語
ら
れ
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
共
同
体

(
8
5
5
5
2
5
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス

(
日
)

革
命
以
来
発
せ
ら
れ
た
、
最
も
宗
教
的
な
言
葉
で
あ
る
と
言
え
よ
う
」
。
こ
の
時
期
の
共
和
主
義
の
特
徴
は
、
真
の
「
共
同
体
」
を
実
現
す

る
も
の
と
し
て
、
宗
教
の
復
権
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。

ミ
シ
ュ
レ
、

ル
ル

l
、
キ
ネ
、

コ
ン
シ
デ
ラ
ン
、
カ
べ
な
ど
に
よ
れ
ば
、
平
等
の
観
念
を
強
調
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
誤
っ
た
ド
グ
マ
で

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年)(3) 

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
不
十
分
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
キ
リ
ス
ト
教

(
日
)

は
「
天
上
に
お
け
る
平
等
、
地
上
に
お
け
る
不
平
等
」
と
い
う
二
分
法
に
立
脚
し
、
人
間
世
界
の
外
部
に
完
全
な
平
等
を
置
い
た
。
フ
ラ
ン

ス
革
命
は
こ
の
二
分
法
を
攻
撃
し
、
法
的
な
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
「
社
会
的
な
平
等
」
は
未
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
0

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
限
界
を
超
克
す
る
た
め
に
は
、
「
人
類
リ
人
間
性

(zzgg忘
)
と
い
う
新
た
な
宗
教
」
に
基
づ
い
て
、
真
の
共
同
体
を

(
げ
)

実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
ベ
ー
ル
は
、

こ
の
時
期
に
、
「
人
類
」
と
い
う
宗
教
に
つ
い
て
最
も
体
系
的
な
議
論
を
展
開
し
た
の
は
、
ピ
エ

l
ル
・
ル
ル
ー
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
過
去
に
お
い
て
最
も
優
れ
た
宗
教
で
あ
っ
た
が
、
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
自
己
と
他
者

は
本
質
的
に
分
裂
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
や
他
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
へ
の
愛
を
媒
介
す
る
こ
と
で
互
い
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、

(
日
)

神
が
人
聞
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
以
上
、
神
へ
の
愛
は
、
他
者
を
そ
れ
自
体
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
宗
教
的
「
慈
善
」
と

は
、
自
他
の
本
質
的
な
分
裂
に
基
づ
く
た
め
、
内
実
を
欠
い
た
形
式
的
で
不
平
等
な
関
係
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
に
は
「
憐
れ
み
(
吉
広
)
」

(
印
)

と
異
な
ら
な
い
。
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説

ル
ル

l
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
越
え
る
理
念
が
「
人
間
性
H

人
類
(
出
口

g
g志
)
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
人
間
性
」
は
、
個
々
の
人
間
に
内
在

(
ぬ
)

し
、
自
己
と
他
者
の
各
々
に
分
有
さ
れ
た
理
念
で
あ
る
。
自
己
と
他
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
で
特
殊
な
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
人
類
」

と
い
う
「
永
遠
の
存
在
」
の
一
部
分
を
構
成
し
て
い
る
。
「
人
類
と
は
、
無
数
の
現
実
的
存
在
か
ら
構
成
さ
れ
た
理
念
的
存
在
で
あ
る
が
、

(
れ
)

現
実
的
存
在
そ
れ
自
体
が
、
潜
在
的
に
は
人
類
の
萌
芽
で
あ
る
」
。
「
人
類
」
へ
の
宗
教
を
前
提
と
す
る
と
き
、
自
己
と
他
者
は
お
互
い
の
実

在
を
目
的
と
し
て
認
識
し
、
「
連
帯
(
回
。

E
E広
)
」
の
緋
を
形
成
す
る
。

論

ル
ル

l
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
友
愛
」
と
、
新
し
い
「
連
帯
」
「
友
愛
」
(
ル
ル

l
は
両
者
を
互
換
的
に
用
い
て
い
る
)
と
は
、

(
勾
)

以
下
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
「
友
愛
」
で
は
、
神
の
下
で
万
人
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
兄
弟
」
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
た
い
し
て
、
現
代
の
「
友
愛
」
は
、
各
人
が
異
な
る
「
機
能
」
を
果
た
す
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
。

「
友
愛
の
原
理
の
も
と
で
組
織
化
さ
れ
た
社
会
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
万
人
が
平
等
で
、
万
人
が
兄
弟
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
人
が
同

じ
機
能
を
果
た
す
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
万
人
は
、
異
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
は
、
年
齢

や
性
別
の
み
な
ら
ず
、
機
能
の
相
違
が
存
在
す
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
兄
弟
の
聞
に
は
、
階
層
が
存
在
す
る
。
そ
れ
で
は
、
い
か
な

る
意
味
で
彼
ら
は
兄
弟
・
な
の
だ
ろ
う
か
?
各
人
が
、
彼
ら
を
結
合
し
集
合
さ
せ
る
社
会
と
祖
国
を
媒
介
し
て
、
万
人
の
善
と
悪
と
に

(
幻
)

貢
献
す
る
と
い
う
形
で
、
互
い
に
結
び
つ
き
、
連
帯
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
」

人
間
は
互
い
に
「
異
な
る
利
害
、
異
な
る
思
想
」
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
人
体
を
構
成
す
る
異
な
る
諸
器
官
」
と
同
様
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
諸
器
官
は
、
「
一
致
協
力
し
て
全
体

(gsE)
を
生
み
出
す
こ
と
に
貢
献
す
る
」
時
に
の
み
、
「
統
合
」
を
生
み
出
す
。
人
聞
社
会

(μ) 

に
お
い
て
、
異
な
る
諸
個
人
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
「
人
間
性
」
の
完
成
と
い
う
目
的
へ
の
一
致
し
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
。

他
の
共
和
主
義
者
は
、
ル
ル
ー
ほ
ど
哲
学
的
に
「
友
愛
」
概
念
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と

「
人
間
性
」
へ
の
宗
教
と
を
区
別
し
、
後
者
と
「
友
愛
」
を
結
び
つ
け
て
語
る
点
で
は
共
通
す
る
。
例
え
ば
ア
ザ
ミ
ィ
は
、
「
友
愛
」
を
「
同
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(
お
)

じ
家
族
の
一
員
と
し
て
生
活
す
る
よ
う
人
聞
を
導
く
崇
高
な
感
情
」
と
述
べ
、
ラ
ム
ネ
は
、
「
人
間
は
同
じ
父
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、

(
お
)

友
愛
と
い
う
温
情
の
鮮
に
結
ぼ
れ
て
、
た
だ
ひ
と
つ
の
大
き
な
家
族
を
形
成
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 

以
上
の
よ
う
に
、
「
友
愛
」
の
観
念
は
、
十
八
世
紀
に
語
ら
れ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
共
感
」
や
、
ジ
ヤ
ン
H
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ル
ソ
l
の

(
幻
)

「
憐
れ
み
」
と
は
異
な
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
経
済
的
関
係
を
補
完
す
る
対
面
的
・
情
緒
的
鮮
と
し
て
「
共
感

(
4
5
3
S可
)
」
を
扱
っ

た
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
憐
れ
み

(
Z
5」
と
は
「
理
性
に
先
立
つ
二
原
理
」
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
同
胞
が
滅
び
、

(
お
)

ま
た
は
苦
し
む
の
を
見
る
こ
と
に
、
自
然
な
嫌
悪
を
起
こ
さ
せ
る
」
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
反
省
化
以
前
の
具
体
的
・
対
面
的
な
関
係

(m) 

に
お
け
る
他
者
と
の
感
性
的
な
鮮
を
指
し
て
い
る
。
他
方
「
友
愛
」
と
は
、
直
接
的
・
対
面
的
な
関
係
に
お
け
る
紐
で
は
な
く
、
互
い
の
聞

の
進
歩
に
向
け
た
相
互
依
存
関
係
と
し
て
反
省
的
に
と
ら
え
な
お
さ
れ
た
と
き
に
認
識
さ
れ
る
想
像
的
な
粋
で
あ
る
。

係
を
「
人
間
性
」

(日

)
m
S
0
3・こ
)
E
n
5
8
5色
町
宮
忠

5
2
E
5
5
0
a
3
3
・E
たヨ
R
S号
、
、
雪
之
内
言
語
言
。
~~ng吉田
e
g
h
a
ろ
え
ミ
53haz~mJ凡室内
L
・少

E

hU3宮崎
-a豆
町

h
q円
九
む
と
喜
色
町
』
白

u
b
昌
弘
旬
、
呂
田
回
目
)
呂
∞
・
-
申
斗
唱
七
-
3・

(
は
山

)
S
E
-
-
唱・凶・

(口
)
S
E
-
-同
M
5・

(
凶
)
宗
弓

Z
n
S
E
p
o
-
-
E
Sミ
H
h
-
E
P
E
E
P
還
さ
よ
ι--g
尽き・

3
・

2'-aN・

(凶

)
E
F
目

y
-
S・
神
と
い
う
超
越
的
存
在
を
媒
介
し
た
自
他
の
関
係
を
、
真
の
関
係
か
ら
の
「
疎
外
」
と
と
ら
え
、
神
に
代
わ
る
「
人
間
主
義
」

の
理
念
に
よ
っ
て
疎
外
を
乗
り
越
え
る
、
と
い
う
ル
ル
l
の
思
想
は
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ
・
ヘ

l
ゲ
ル
左
派
の
神
学
者
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

思
想
と
向
型
で
あ
る
(
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
(
船
山
信
一
訳
)
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
」
全
二
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
三
七
年
)
。

(加

)
U
S
C
F
u
-
-書、誼

ash-色
、
.
門
戸
七

-
-
2・

(幻

)
S
R
-
司・昌弘・

(
辺
)
虫
m
g
z
s
E
F
均
ん
も
た
ぬ
き

E
州
立
ぷ
円
な
ミ
h
S
F
司
呂
田
刊
件
。

g雪
m
-
2白
E
P
-ヨ
タ
司
・

8
2目
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説

(幻

)
H
Eぇ・・喝・

8
・

(羽

)
S
R
-七
・
怠
・

(お

)
U
S
Bア
む
与
え
ぬ

E
2
5
5
2
H
と∞
p
s
ε
向
。

-F内
野
2
0・
t
h
s
s
b
a
s
g
b
E
H』
h
a
p
-
s
o
-
-
a
-

(
部
)
ラ
ム
ネ
(
田
辺
貞
之
助
訳
)
『
民
衆
に
与
ふ
る
書
l
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
に
つ
い
て
』
創
元
社
、
一
九
四
九
年
、
三
頁
。

(
訂
)
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
き
た
。
一
例
と
し
て
、
「
同
情

(
8
5宮
包
富
)
」
「
憐
れ
み
」
「
友
愛
」
を
同
一
に
論
じ
る
次
の
論

文
を
参
照
0
0
2
e回
開
国
民

REm-
会

E
n
o
s田昌
S
B
B
5
5
2
:
o
n
E
a
E
E
a
g
a
m
-
-陪
E
g
g
-
∞
よ
』
E
3・
念
E

E
ミ
53.5・
5

h同
Z
S昌
司
ミ
芯
、
足
注
目
円

S.認
可

h
R
F司
円
相

m
m
g
d
E
5
2
E円
何
回
【
片
岡

J
g
n
p
3
S七回
v

・
ご
・
出

(
叩

ω)
列
。

5
8
2唱
会
盟
問

n
o
E
a
z
ュ.0乱
開
同
志
向
ニ

m
z
o
E
g
u
n
g
ι
z・5恥
阿
佐
広
司

REF-開
明

F
o
g
s
g
y
Q号、同
h
g
E立
た
な
え
と

E
3・hb♀
E
2
河
室
己
S
F

F

凶
泊
包
M-。
白
】
】
回
同

H
E
A
P
3霊
場
句
、
.
】

MU'】
Mm凶
(
本
田
喜
代
治
、
平
岡
昇
訳
)
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
三
O

三一
t

貝)・

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
憐
れ
み
の
情
(
立
去
)
は
・
:
人
間
が
用
い
る
あ
ら
ゆ
る
反
省
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
だ
け
に
い
っ

そ
う
普
遍
的
な
、
ま
た
そ
れ
だ
け
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
徳
で
あ
り
、
時
に
は
禽
獣
で
さ
え
も
、
そ
の
い
ち
じ
る
し
い
徴
候
を
示
す
ほ
ど
自
然

な
徳
で
あ
る
」
(
吉
弘
・
・
唱
・

5
品
、
邦
訳
、
七
一
頁
)
。

(
却
)
た
だ
し
両
者
に
お
い
て
、
「
共
感
」
や
「
憐
れ
み
」
が
社
会
関
係
を
構
成
す
る
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、

秩
序
を
成
り
立
た
し
め
る
の
は
、
「
効
用
」
に
基
づ
く
交
換
の
体
系
で
あ
り
、
必
ず
し
も
「
共
感
」
は
本
質
的
で
は
な
い
。
例
え
ば
彼
は
、
「
異

な
る
成
員
の
聞
に
何
ら
相
互
的
な
愛
情
や
愛
着
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
社
会
は
、
・
:
お
互
い
の
も
つ
効
用
の
感
覚
か
ら
存
立
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
〉
念
B
M
E
5・呂町一
E
Sミ
ミ
ミ
ミ
ミ
人
明
言
之
さ
S
F
E
E
S
-
呂田
M
g
回

cor--甲
S
-
唱
-
E吐
、
米
林
富
男
訳
『
道
徳
情

操
論
上
』
未
来
社
、
一
九
六
九
年
、
二
O
三
頁
)
。
た
だ
し
、
「
交
換
」
は
国
家
の
強
制
力
を
背
景
に
し
た
「
正
義
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
「
共
感
」
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ル
ソ
l
の
体
系
全
体
の
中
で
、
「
憐
れ

み
」
の
位
置
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
然
状
態
に
お
い
て
、
人
間
同
士
の
関
係
を
規
制
す
る
「
自
然
法
」
で
は
あ
る
が
、
「
社
会

契
約
」
に
よ
る
国
家
設
立
の
場
面
で
、
「
憐
れ
み
」
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
内
向
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ラ
テ
『
ル

ソ
l
と
そ
の
時
代
の
政
治
学
』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
一
三
八
|
一
一
一
一
九
頁
。

論
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第

節

「
友
愛
」

の
共
和
国

ラ
マ
ル
テ
イ
ン
は
、
「
友
愛
」
に
基
づ
く
新
た
な
「
共
和
国
」
を
、
「
階
級
的
特
権
に
基
づ
く
分
離
に
代
わ
る
、
人
民
の
統
一
体
」
と
称
し
、

あ
ら
ゆ
る
階
級
の
消
失
を
宣
言
し
た
。
「
平
等
の
前
に
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
間
の
区
別
は
撤
廃
さ
れ
る
。
同
じ
祖
国
の
子
供
た
ち
を
生
み
出
す

(1) 

こ
の
聖
な
る
友
愛
の
前
で
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
は
緩
和
さ
れ
、
消
失
す
る
」
。
臨
時
政
府
の
広
報
誌
「
ビ
ユ
ル
タ
ン
・
ド
・
ラ
・
レ
ピ
ユ
ブ
リ

ク
」
に
お
い
て
、

ル
ド
リ
ュ
・
ロ
ラ
ン
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (3) 

「
共
和
国
を
設
立
す
る
こ
と
で
、
政
府
は
あ
ら
ゆ
る
正
当
な
利
益
を
充
足
し
、
:
・
階
級
聞
の
あ
ら
ゆ
る
区
別
を
廃
棄
し
、
あ
ら
ゆ
る
特

権
を
廃
止
し
・
:
す
べ
て
の
市
民
が
政
治
的
権
利
を
完
全
に
行
使
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
義
務
を
負
っ
た
。
・
:
一
人
の
権
力
に
代
わ
っ

(2) 

て
、
万
人
の
権
力
を
。
二
家
族
の
特
権
に
か
わ
っ
て
、
す
べ
て
の
市
民
が
兄
弟
で
あ
る
よ
う
な
国
民
の
権
利
を
。
」

(
3
)
 

彼
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
体
制
が
没
落
し
た
の
は
、
「
人
民
」
の
支
持
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
共
和
政
は
、
「
人
民
」
と
い

(
4
)
 

う
「
集
合
的
存
在
の
統
一
性
、
単
一
性
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
ナ
シ
オ
ン
」
の
下
に
帰
属
す
る
人
び
と

の
「
友
愛
」
、
万
人
の
相
互
扶
助
に
よ
る
普
遍
的
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
の
樹
立
、
労
働
の
権
利
・
普
通
選
挙
制
の
導
入
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
る
。

第
一
款

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
か
ら
ナ
シ
オ
ン
へ

(5) 

手
工
業
の
親
方
と
職
人
か
ら
成
る
職
人
組
合

(
g
B官
官

E
E明
白
)
は
、
七
月
王
政
期
を
通
じ
て
影
響
力
を
持
ち
続
け
た
。
し
か
し
熟
練

労
働
者
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
産
業
化
と
と
も
に
増
大
す
る
未
熟
練
労
働
者
の
状
態
を
救
済
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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説

一
部
の
職
人
の
あ
い
だ
で
、
職
能
を
超
え
た
よ
り
普
遍
主
義
的
な
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
を
形
成
す
る
原
理
と
し
て
、
「
友
愛
」
が
語
ら
れ

る
。
ベ
ル
デ
イ
ギ
エ
は
『
職
人
組
合
の
書
」
の
中
で
、
伝
統
的
な
職
人
組
合
の
閉
鎖
的
習
慣
を
批
判
し
、
職
能
を
超
え
た
「
友
愛
」
を
次
の

よ
う
に
主
張
し
た
。
「
我
々
は
共
通
の
父
の
子
供
で
あ
る
。
我
々
は
皆
兄
弟
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
、
平
等
は
、
人
類
の

(6) 

大
家
族
の
中
で
結
び
つ
き
、
協
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
一
八
三
三
年
の
「
一
仕
立
工
の
考
察
」
で
は
、
旧
来
の
職
人
組
合
と
異
な
る

高命

職
能
を
超
え
た
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
結
成
の
た
め
に
、
「
わ
れ
わ
れ
は
団
結
し
て
友
愛
の
紳
を
固
め
よ
う
。
も
っ
と
も
貧
し
い
人
び
と
を
救

(
7
)
 

済
す
る
た
め
に
団
結
し
よ
う
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
同
年
の
「
あ
ら
ゆ
る
職
能
組
織
の
労
働
者
に
よ
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
つ
い
て
」
と
い

う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
「
友
愛
」
の
概
念
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
別
組
織
が
分
散
し
解
散
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
そ
れ
ら
を
個
人
主
義
と
孤
立
的
利
己
主
義
に
落
ち
込

ま
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
職
業
の
別
な
く
わ
れ
わ
れ
相
互
の
あ
い
だ
に
友
情
の
関
係
を
打
ち
た
て
よ
う
。
代
表
者
の
派
遣
を
通
じ

て
、
兄
弟
愛
の
関
係
を
う
ち
立
て
よ
う
。
こ
れ
ら
の
代
表
者
た
ち
は
相
互
に
理
解
し
あ
い
、
仲
良
く
暮
ら
し
、
わ
れ
わ
れ
を
団
結
さ

(8) 

せ
る
べ
き
友
愛
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
」

一
八
四
O
年
以
降
の
共
和
主
義
者
は
、
職
能
ご
と
の
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
を
国
家
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
ル
イ
・
プ
ラ
ン

(9) 

は
仕
事
場
相
互
を
結
合
し
、
国
家
の
下
に
普
遍
的
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
を
形
成
す
る
原
理
と
し
て
「
友
愛
」
を
用
い
た
。
同
様
に
コ
ン
フ

(ω) 

エ
は
、
四
八
年
に
職
業
ご
と
の
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
を
結
合
し
た
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
の
組
織
化
を
提
案
し
て
い
る
。

(
日
)

ル
ル
ー
に
よ
れ
ば
、
「
友
愛
」
と
い
う
抽
象
的
観
念
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
「
祖
国
」
の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
共
和
主

義
者
は
、
「
人
間
性
」
と
い
う
普
遍
主
義
的
概
念
に
訴
え
か
け
て
「
友
愛
」
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、

境
界
を
有
し
た
「
祖
国
」
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
「
ナ
シ
オ
ン
」
で
あ
っ
た
。

ラ
ム
ネ
は
、
平
等
な
「
真
の
社
会
」
と
「
祖
国
」
と
を
同
一
視
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
自
然
の
平
等
観
に
基
礎
を
お
く
真
の
社
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会
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
友
愛
の
社
会
で
あ
り
、
ま
た
事
実
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
以
外
の
政
治
制
度
は
、
そ
の
形
式
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
必
ず
不
幸
で
不
正
な
も
の
を
含
む
。
:
・
し
た
が
っ
て
、
祖
国
に
た
い
す
る
諸
君
の
第
一
の
義
務
は
、
決
し
て

倦
む
こ
と
の
な
い
熱
意
を
傾
け
て
、
権
利
の
絶
対
的
平
等
と
い
う
、
偉
大
で
有
効
な
原
理
を
完
全
に
達
成
す
る
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
、
ぉ

(
円
以
)

よ
び
特
権
な
る
も
の
を
完
全
に
打
破
す
る
ま
で
、
絶
え
間
な
く
こ
れ
と
戦
う
こ
と
で
あ
る
」
。
ミ
シ
ユ
レ
に
よ
れ
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
は
ひ
と
つ

(
日
)

の
宗
教
で
あ
る
」
。
「
世
界
の
避
難
所
と
考
え
ら
れ
た
こ
の
国
民
は
、
は
る
か
に
ひ
と
つ
の
国
民
と
い
う
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
き

(
比
)

た
友
愛
で
あ
る
」
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (3) 

両
者
の
結
び
つ
き
は
、
社
会
主
義
や
共
産
主
義
を
唱
え
る
論
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
フ
ー
リ
エ
主
義
者
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル
・
コ
ン
シ

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
友
愛
と
統
一
。
こ
れ
ら
は
社
会
科
学
の
ア
ル
フ
ァ
に

デ
ラ
ン
は
、

一
八
四
七
年
の
「
社
会
主
義
の
原
理
」

し
て
オ
メ
ガ
で
あ
り
、
ま
た
偉
大
な
人
間
の
政
治
全
体
の
基
礎
で
あ
り
頂
点
で
あ
る
。
」
「
汝
ら
は
す
べ
て
兄
弟
で
あ
り
、
同
じ
家
族
の
構
成

員
で
あ
る
。
」
「
汝
ら
は
た
だ
一
つ
の
肉
体
、
た
だ
一
つ
の
魂
、
唯
一
つ
の
精
神
を
形
づ
く
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
神
と
と
も
に
一
つ
で
あ

(
日
)

ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
統
一
体
は
、
「
人
類
」
と
い
う
集
合
で
あ
り
、
「
フ
ラ
ン
ス
は
人
民
の
解
放
と
人
類
と
い
う
目
標
に
向
け
た
道
を
、

(
凶
)

先
頭
に
立
っ
て
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
共
産
主
義
者
カ
ベ
は
、
「
友
愛
」
を
「
例
外
な
く
万
人
の
幸
福
を
希
求
す
る
よ
う
促
し
、
い
か

(
げ
)

な
る
者
の
苦
痛
も
許
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
宗
教
」
と
語
り
、
「
友
愛
の
緋
で
結
ぼ
れ
た
」
社
会
を
、
「
兄
弟
か
ら
成
る
一
つ
の
人
民
、
一
つ

(
時
)

の
国
民
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(

川

口

)

四
八
年
二
月
革
命
に
引
き
続
き
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
革
命
運
動
が
勃
発
す
る
と
、
臨
時
政
府
は
不
介
入
政
策
を
取
り
続
け
た
。

他
国
の
革
命
へ
の
援
助
を
積
極
的
に
主
張
し
た
の
は
、
ア
ラ
ゴ
、
ル
ル

l
、
フ
ロ
コ
ン
な
ど
の
一
部
の
共
和
主
義
者
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼
ら

は
三
月
四
日
の
「
ユ
マ
ニ
テ
宣
言
(
冨

S
5器
竺
-
E
B
B忘
)
」
に
お
い
て
、
臨
時
政
府
の
不
介
入
政
策
を
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

(
初
)
い
る
。
「
自
由
、
平
等
、
友
愛
と
い
う
永
遠
の
原
理
を
侵
犯
す
る
政
府
は
、
人
民
の
敵
」
で
あ
り
、
介
入
は
「
最
も
神
聖
な
義
務
」
で
あ
る
、
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説

と
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
主
張
は
少
数
に
と
ど
ま
り
、
多
く
の
共
和
主
義
者
は
、
国
内
の
外
国
人
や
、
国
外
の
民
衆
運
動
に
た
い
し
て
、
冷

(
幻
)

淡
な
態
度
を
採
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

号ふ
"自習

の
対
象
は
、
職
種
ご
と
の
職
人
同
士
の
相
互
扶
助
か
ら
、
「
人
民
」
全
体
を
対
象
と
し
た
相
互
扶
助
、
公
的
貯
蓄
、

共
済
制
度
へ
と
一
般
化
さ
れ
、
そ
の
延
長
上
に
、
国
家
の
「
社
会
的
」
役
割
が
定
義
さ
れ
る
。
第
二
共
和
政
期
に
お
い
て
は
、
労
働
条
件
の

改
善
、
初
等
教
育
の
充
実
、
累
進
課
税
の
導
入
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
自
由
、
労
働
手
帳
の
廃
止
、
労
使
調
停
委
員
の
設
置
な
ど
が
主
張
さ

(n) 
れ
た
。
中
で
も
「
友
愛
」
の
理
念
を
具
体
化
す
る
権
利
と
さ
れ
た
の
が
、
「
労
働
の
権
利
写
室
内

E
E〈
色
)
」
と
「
普
通
選
挙
権
」
で
あ
っ

「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」

た。
(
1
)
ク
レ
ミ
ュ

l
の
演
説
の
要
約
o
F
E
E
S
-
E
S宮
丸
町
宮
思
ミ
E
S
S
邑
鼻
咽
R
F
司・

5

(2)
出
ミ

E
S
色
町
宮
、
列
企
S
~
s
h
R・
5
5
R乙
∞
畠
・

(3)
切
ミ
な
ミ
苫
九
時
古
河
品
川
、
定
守
口
占

hhnz
自
民
国
-
∞
品
目
山
・

(4)hwhえ
た

SHAmLb
均恥川、

hhhu~shhpN-BR田-∞品市町・

(
5
)
Z
o
z
E∞
g
p
司
ロ
芯
守
町
色
町

hb~$旬
、
司
郎
、

a
g円
S
H
S
F
門
戸
・
司
、
.
円
九
同
・
・
沼
y
凶
C
A
凶山。、戸

(6)
〉
胴
ユ

g
-
F
E
-
m
E
m
p
じ
て
認
を
内
。
若
宮
崎
き
さ
む
崎
町
-
Z会

-a弘
吉
岡
昌
弘
句

hhh
ミ
口
、

H
H
2
2
g
a
s
-
色
、
.
門
戸
司
・

5

(
7
)
「
一
仕
立
て
工
の
考
察
」
「
資
料
初
期
社
会
主
義
』
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。

(8)
「
あ
ら
ゆ
る
職
能
組
織
の
労
働
者
に
よ
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
つ
い
て
」
『
資
料
初
期
社
会
主
義
』
前
掲
書
、
二
O
三
頁
。

(9)
巴
g
n・
。

a
S
Eむ
な
き
を

S
E
R
-、
.
門
戸
聞
こ
。
叶
七
ご
叫
・

(
叩
)
会
。

a
s
z
a
gロ
昔
円
『
M2臼
ア
唱
。
吉
田
血
相
唱
曲
同
円
。
ロ

E
t
r
e回
目

h
aみ
て
も

~
E
g
h
を
』
明
駕
丸
町
な
・
』
詮
句
w

同

AH
芯
S
E
E
3
R
H恥
遣
。
町
、

BHSH呂
町

Hho円
S~同
岨
円
・
ァ

同

M
E
F
関口
E
P
S∞
hp
司
・
唱
-

(日

)
F
m
g
z
p
b問
、
民
主
再

baah-
司
、
.
円
た
よ
司
問
団
・
己
令
己
唱
・

北j去55(5・128)1982



フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 

(
ロ
)
ラ
ム
、
不
『
民
衆
に
与
ふ
る
書
』
前
掲
書
、
一

O
二
頁
。

(
日
)
ミ
シ
ユ
レ
(
大
野
一
道
訳
)
『
民
衆
』
み
す
ず
書
一
房
、
一
九
七
七
年
、
二
六
八
頁
。

(
日
)
向
上
、
二
七
O
頁。

(
日
)
〈

5
0円
。
。
ロ
由
主

S
F
、
5
門
官
三

E
b
g
p言
~
さ
え
膏
同
之
内
E
h
h
翠色町、

bHhnbR
ミ
hh船内
P
E
P
-∞ムメ喝・
8
・

(
ぱ
山

)
S
H
R同・・唱・

2
・

(
げ

)
E
B
E
E
-一F
E
S富
山
室
ア
丘
四
肌
喝
阿
南
回
。
司
伺
E
o・
s・
2
七
N
凶∞・

(

叩

叩

)

門

UEFa-
て
qyb句
情
処
お
』

Fb江町噂也、.円九同・喝・凶一
w-

(ω)
『
レ
フ
ォ
ル
ム
』
紙
は
、
一
八
四
八
年
五
月
五
日
の
記
事
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
共
和
国
政
府
は
こ
れ
ま
で
、
国
家
理
性
の
古
い
因

習
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。
:
・
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
外
国
人
に
否
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
」

(E
尽守
S
F
Z
凶

ヨ
包
}
宮
∞
)
。

(
却

)
Q
-
F
E
E
-
=
n
e
s
s
s
h守
宮
恵
三
塁
。
之
内
昌
弘
旬
、
邑
こ
ま
戸
署
同
意
ム
∞
∞
-

(
幻
)
図
。
叫
加
刊

ge司、
-
S・・
3
・N
叶
h
e
N
∞。

-
Q
〉加
E
Z
S
F
E
h
Q
E
S芯
R
Eミ
寄
与
・
屯
・
丘
町
二
回
こ
。
∞
町
内
田
・

(幻

)
U
S
N
-
E旬
芯
凡
な
な
志
、
む
な
を

hb円S
~ロヨ
F
F
f
a
g
司、九

~hssb
昌一可い戸田
M
R
F刃
向
日
間

g
d
E
S
E
E
-
8
2同開閉
J
S
S・
-
唱
ヨ
唱
苫
-
M
唱∞

fU3・

第
二
款

普
通
選
挙
と
労
働
の
権
利

(
幻
)

「
普
通
選
挙
」
は
、
民
衆
と
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
が
「
平
等
な
政
治
的
尊
厳
」
を
有
す
る
こ
と
を
、
象
徴
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

た
ん
に
「
人
民
」
の
意
思
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
装
置
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
通
選
挙
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
孤
立
し
分
断
さ
れ
た
「
人
民
」

(M) 

の
一
体
性
が
見
出
さ
れ
る
。
一
八
四
八
年
三
月
十
九
日
の
臨
時
政
府
の
宣
言
で
は
、
普
通
選
挙
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)

「
こ
の
法
律
よ
り
後
に
は
、
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
存
在
し
な
い
」
。
個
別
状
況
に
お
い
て
、
「
労
働
者
」
「
プ
ロ
レ
タ
リ

北法55(5・129)1983



説

ア
」
と
し
て
存
在
す
る
個
人
は
、
選
挙
権
の
行
使
を
通
じ
て
、
「
主
権
」
を
担
う
「
市
民
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
こ
の
権
利
の
行
使
に
よ
っ

て
、
万
人
の
平
等
性
と
、
単
一
の
「
人
民
の
意
思
」
が
保
障
さ
れ
る
。
当
時
の
民
衆
の
歌
謡
「
投
票
の
歌

(
n
g
E
号

g
B
)
」
で
は
、
「
投

(
お
)

票
は
神
の
声
」
と
謡
わ
れ
、
「
ピ
ユ
ル
タ
ン
・
ド
・
ラ
・
レ
ピ
ユ
プ
リ
ク
」
で
は
、
「
新
た
な
選
挙
に
お
い
て
、
人
民
の
意
識
が
、
喝
采
を
通

じ
て
雄
弁
に
一
致
団
結
し
て
語
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
八
四
八
年
二
月
革
命
の
勃
発
に
よ
っ
て
七
月
王
政
が
倒
れ
る
と
、
新

号ゐ.
U岡

た
に
樹
立
さ
れ
た
「
友
愛
の
共
和
国
」
は
、
階
級
対
立
を
超
え
た
融
和
や
調
和
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
「
労
働
の
権
利
」
は
、
市
民
的
平
等
と
い
う
法
的
原
理
を
超
え
て
、
「
人
民
」
の
あ
い
だ
に
実
質
的
な
平
等
を
も
た
ら
す
た
め
の

最
も
重
要
な
権
利
と
考
え
ら
れ
た
。
ヴ
エ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
「
労
働
の
権
利
と
は
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
法
の
下
に
平
等
で
あ
る
、
と

(
幻
)

い
う
原
則
の
唯
一
の
実
践
的
な
翻
訳
で
あ
る
」
。
一
八
四
八
年
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
、
ル
ド
リ
ュ
・
ロ
ラ
ン
は
「
扶
助
の
権
利
」
と
「
労

働
の
権
利
」
を
対
照
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
た
ん
な
る
公
的
扶
助
は
、
「
人
民
」
の
あ
い
だ
に
平
等
を
も
た
ら
さ
な
い
。
扶
助

(
お
)

を
請
う
者
は
、
他
者
の
気
ま
ぐ
れ
に
従
属
し
て
お
り
、
主
権
を
有
す
る
「
平
等
」
な
一
員
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
労
働
不
能
貧
民
に
は
公
的
扶
助
を
与
え
、
健
常
貧
民
に
は
「
労
働
」
を
保
障
す
る
と
い
う
法
的
義
務
は
、
す
で
に
一
七
九
三
年
憲
法

(
ぬ
)

に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
労
働
の
権
利
」
こ
そ
が
「
大
革
命
の
真
の
継
承
」
で
あ
る
。
彼
は
四
七
年
の
改
革
宴
会
で
も
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。
「
友
愛
は
、
信
用
・
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
・
連
帯
の
諸
組
織
の
無
尽
蔵
の
源
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
労
働
は
た
ん
な
る
権
利
で
あ

(
ぬ
)

る
の
み
な
ら
ず
、
義
務
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
。

「
友
愛
」
は
、
当
初
同
質
的
な
職
業
集
団
の
相
互
扶
助
を
支
え
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
の
文
脈
で
、

社
会
的
分
裂
や
個
々
人
の
孤
立
化
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
、
「
人
民
」
の
一
体
性
を
創
出
す
る
た
め
に
、
そ
れ
は
よ
り

宗
教
的
な
色
彩
を
伴
っ
て
語
ら
れ
た
。
「
友
愛
」
と
は
、
家
族
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
を
拡
張
し
た
紐
帯
で
あ
り
、
「
人
類
」
と
い
う

普
遍
主
義
的
概
念
に
訴
え
か
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
、
「
祖
国
」
「
ナ
シ
オ
ン
」
へ
の
帰
属
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
友
愛
」

北法55(5・130)1984



概
念
の
「
ロ
マ
ン
主
義
的
」
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
」
「
宗
教
的
」
性
格
は
、
「
人
民
」
の
事
実
的
不
平
等
と
理
念
的
平
等
と
の
講
離
を
、
感
性
に

訴
え
か
け
る
こ
と
で
媒
介
し
、
民
衆
層
の
統
合
と
秩
序
の
安
定
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
共
和
主
義

(
幻
)

者
の
言
説
は
、
演
劇
、
文
学
、
祝
祭
な
ど
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
性
格
を
最
も
よ
く
表
す
の
が
、
二
月
革
命
後
の
四
月
二
十
日
に

お
こ
な
わ
れ
た
「
友
愛
祭
(
思
お
号
『
E
0
5
5
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
友
愛
」
の
称
揚
の
頂
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
後
の
局
面
で
も
あ
っ
た
。

フランス福祉国家の思想的源流(I789~1910年) (3) 

(
お
)
〉
加
Z
E
E
-
h
a
ぬ
宮
泊
、
2
5
5
b
『
骨
告
-
S
F
-
唱
・
主

(
払
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
列
。
窓
口
三
-
o
p
t
s
円
芯
を
♀
ミ

3
告
-
S
・
3
・
M
虫
'
巴
h
f

を
参
照
。

(
お
)
匂
ミ
~
町
立
沼
会
二
白
河

ehh芝
S
R
F
3
5
旬
回
目
∞
品
∞
・

(
お
)
〉
関
口
-
z
p
t
h
b
E
E
Z
H
同
a
E
言
、
h
p
告
・
♀
・
七
・
司
・

(
幻
)
毛
色
r
E
S
Z
吾
、
む
き
、
企
S
~
田
町
む
き
さ
宇
S
R
S
・
円
む
よ
司
・
3
-

(泊

)
U
Z
E
m
o
-
-
5
・
ら
5
0
z
a
a伺
玄
-
Z
E
E
m
o
-
-
3
・
色
5
2
5
5白
B
E
E
-
-
E
位
、
S
E
E
S
S
E
2
2
5
P
ミ
皇
む
き
な
・
之
内
E

同
之
内
。
還
を

民間

S
E
E
S
H
円
2
2
H
M
3
=
。
=
円
h
h
a
C
5
円
室
内
君
主
軸
也
、
与
』
内
各
.
h
g
E
o
s
-
司
R
U
-
-
∞
お
七
・
ニ
凶
・

(
却
)
与
ミ
・
・
勺
・
ご
吋
・

(
却
)
F
o
a
g
'
H
N
。
E
P
む
な
円
言
号
、
q
E
H
P『
Has--二月・ア也、・円F-u-M3・

(
出
)
の
円
者
nHE--、.円たよ宅-MZEMM唱・

第
四
節

「
友
愛
」
の
陸
路

北法55(5・131)1985 

「
友
愛
」

の
称
揚
は
、
二
月
革
命
後
、
わ
ず
か
数
ヶ
月
で
消
失
す
る
。
「
友
愛
祭
」

の
三
日
後
に
実
施
さ
れ
た
普
通
選
挙
で
は
、
農
村
部
を



説

中
心
に
多
数
の
王
党
派
・
中
道
派
(
「
翌
日
の
共
和
派
」
)
が
当
選
し
、
共
和
主
義
者
は
議
会
内
で
少
数
派
に
転
落
す
る

(
こ
の
選
挙
で
、
有

権
者
の
数
は
二
十
五
万
人
か
ら
九
百
万
人
に
増
大
し
た
)
。
「
労
働
の
権
利
」
を
保
障
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
国
立
作
業
所
(
白
豆
5
3
E
e

=ム
白岡

丘

O
B
E
)
は
、
財
政
的
基
盤
の
欠
如
に
よ
っ
て
機
能
せ
ず
、
貧
民
を
増
大
さ
せ
て
い
る
と
い
う
非
難
に
よ
っ
て
、
五
月
に
は
閉
鎖
を
強
い
ら

れ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
起
こ
っ
た
パ
リ
労
働
者
に
よ
る
六
月
蜂
起
は
、
臨
時
政
府
に
厳
し
く
弾
圧
さ
れ
、
急
進
共
和
派
・
社
会
主
義
者
・

穏
健
共
和
派
の
分
岐
が
決
定
的
と
な
る
。
同
年
十
一
月
四
日
に
公
布
さ
れ
た
共
和
国
憲
法
で
は
、
「
労
働
の
権
利
」
は
明
記
さ
れ
ず
、
私
的

(
l
)
 

扶
助
の
補
完
と
し
て
の
貯
蓄
制
度
の
整
備
や
公
共
事
業
な
ど
が
、
国
家
の
義
務
と
し
て
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
四
0
年
代
の

共
和
主
義
運
動
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
の
理
念
は
、
四
八
年
に
は
む
し
ろ
「
コ
ル
ポ
ラ
シ
オ
ン
」
の
語

(
2
)
 

棄
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
友
愛
」
に
基
づ
く
秩
序
形
成
の
困
難
は
、
階
級
対
立
の
顕
在
化
や
、
民
主
主
義
の
未
成
熟
と
い
う
点
の
み
に
原
因
が
求
め
ら
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
法
」
と
「
モ
ラ
ル
」
の
関
係
、
「
人
民
」
の
意
思
の
「
代
表
」
を
め
ぐ
る
思
想
的
問
題
と
し
て
、
四
八
年
以
降
に
論

じ
ら
れ
た
。

第

款

「
法
」
と
「
モ
ラ
ル
」

七
月
王
政
期
の
支
配
層
が
「
法
」
と
「
モ
ラ
ル
」
の
領
域
を
区
分
し
、
「
モ
ラ
ル
」
を
対
象
と
し
た
統
治
の
理
念
を
探
求
し
た
の
に
た
い

し
、
共
和
主
義
者
は
、
法
的
平
等
と
、
事
実
的
不
平
等
の
誰
離
を
問
題
化
し
、
平
等
を
実
質
化
す
る
た
め
の
新
た
な
「
権
利
」
を
主
張
し
た
。

彼
ら
は
、
「
友
愛
」
と
い
う
社
会
的
紐
帯
の
概
念
に
訴
え
-
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
社
会
的
共
和
国
」
「
労
働
の
権
利
」
「
普
通
選
挙
権
L

と
い

う
法
的
・
政
治
的
概
念
と
一
体
の
も
の
と
し
て
語
っ
た
。
例
え
ば
、
共
和
主
義
者
ル
ヌ

l
ヴ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、
「
真
の
政
治
は
モ
ラ
ル
に
基

北法55(5・132)1986



フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 

(
3
)
 

づ
く
」
。
友
愛
の
共
和
国
は
、
「
労
働
の
権
利
」
「
教
育
の
権
利
」
の
承
認
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。

「
友
愛
」
を
「
権
利
」
の
語
葉
で
語
る
こ
と
の
困
難
は
、
「
労
働
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
四
八
年
憲
法
制
定
議
会
に
お
け
る
、
ト
ク
ヴ
イ
ル
や

(
4
)
 

テ
イ
エ

l
ル
な
ど
の
自
由
主
義
者
に
よ
る
批
判
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
批
判
は
、
「
権
利
H
法
(
仏
8
5
」
の
定
義
に
向
け
ら
れ
た
。
テ
ィ

エ
l
ル
に
よ
れ
ば
、
「
法
は
、
市
民
の
階
級
の
あ
い
だ
に
例
外
を
作
ら
な
い
0

・
:
法
は
万
人
に
関
係
す
る
。
一
階
級
の
法
に
す
ぎ
な
い
の
な

(5) 

ら
ば
、
そ
れ
は
法
で
は
な
い
。
あ
る
者
に
適
合
し
、
あ
る
者
に
は
適
合
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
で
は
な
い
」
。
「
労
働
の
権
利
」
の
対
象

と
な
る
貧
民
は
、
全
市
民
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
は
国
家
に
よ
る
一
時
的
な
扶
助
の
対
象
で
は
あ
っ
て
も
、
「
権
利
」
の
対
象
で
は
な

い
。
「
権
利
」
と
は
、
恒
常
性
と
一
般
性
を
有
す
る
対
象
の
み
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
「
正
義
」
に
反
す
る
。
ト
ク
ヴ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
原
理
と
は
、
諸
身
分
の
区
別
の
撤
廃
で
あ
り
、
「
す
べ
て
の
市
民
が
平
等
と
な
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
二
月
革
命
は
、
そ
の

延
長
に
、
万
人
の
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
労
働
の
権
利
」
は
、
「
平
等
」
で
は
な
く
「
階
級
」
の
分
断
を
持
ち
込
も
う

(
6
)
 

と
し
て
い
る
。
貧
困
の
問
題
は
、
本
来
私
的
・
宗
教
的
次
元
に
お
け
る
「
慈
善
」
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
権
利
」
の
対
象
と
す
れ
ば
、

(7) 

国
家
の
介
入
の
範
囲
が
無
制
限
に
拡
大
し
、
「
新
た
な
形
の
隷
従
」
を
導
く
、
と
い
う
。

「
友
愛
」
が
「
社
会
的
」
な
紐
帯
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
な
対
象
と
明
確
な
限
定
を
有
す
る
べ
き
「
法
」
に
は
な
じ
ま
な
い
、

と
す
る
批
判
は
、
そ
の
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
1
)
「
社
会
は
、
無
償
の
初
等
教
育
、
職
業
教
育
、
一
雇
用
者
・
労
働
者
の
平
等
な
関
係
、
互
助
及
び
信
用
制
度
、
農
業
施
設
、
自
発
的
結
社
に
よ
り
、

ま
た
失
業
者

(
F『

2
5
0
2
1
)
を
雇
用
す
る
た
め
の
公
共
事
業
の
国
・
県
・
コ
ミ
ュ

l
ン
に
よ
る
施
設
に
よ
り
、
労
働
の
進
展
を
促
進
し
、
奨

励
す
る
よ
(
一
八
四
八
年
十
一
月
四
日
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
憲
法
第
十
三
条
)

(
2
)
内

『

印

9
5
-
r
c
g』
色
町
君
主
ミ
ミ
思
て
ミ
ミ
芯
異
色
、
・

2
F
-
-
v
N
S
・
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説

(
3
)
g
E
g
E
5
2
0
『ミ
b
z
E
吾
邑
存

S
E・E
C
君
主
同
町
ζ
z
S
3
2
「昌弘
3
・
E
P
O
S回目
F
Z∞
ζ
-
H
O
Z・
-
5・

(
4
V
Q・虫伺
S
m
o
g雪
印
ロ
。
ロ
ト
吋
霊
霊
平
S
R
S・円九
H33・
5
2
a
M
-

(
5
)

ら
5
0
5
s
n
y
向日

E
g
i
s問。
担
同

E
R
E
-
-
P
E凡
E
R
g
sロ
-
-
w
也
、
.
円
え
よ
唱

-M-a・

(6)

こ
)
2
8
ロロ円四四冨・
4
0
n
a
E
m〈
邑

刊

vr
仏
国
回
目
。

R
E
R
E
-
-
h
E凡さ』
H
E
R
S
Sむ・・
3

告
・
円
九
『
・
唱
目
当
事
'
ニ
凶
・

(
7
)
ト
ク
ヴ
イ
ル
の
論
点
全
体
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
労
働
の
権
利
」
は
社
会
主
義
的
思
想
か
ら
来
て
い
る
。
そ
れ
は
①
物
質
主

義
に
基
づ
き
、
②
個
人
の
財
産
権
を
脅
か
し
、
③
人
間
の
自
由
を
侵
害
し
て
隷
属
へ
と
庇
め
る
。
彼
は
こ
の
思
想
を
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
思
想

と
対
比
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
物
質
的
必
要
よ
り
も
高
貴
な
自
由
の
精
神
に
基
づ
き
、
諸
身
分
の
不
平
等
を
撤
廃
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

号ι
両岡

第
二
款

「
人
民
」

の
「
代
表
H

表
象
」

四
八
年
に
活
躍
し
た
共
和
主
義
者
に
と
っ
て
、
普
通
選
挙
と
は
、
「
人
民
」
の
平
等
性
と
一
体
性
を
現
前
さ
せ
、
階
級
聞
の
融
和
を
実
現

す
る
た
め
の
象
徴
的
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
四
月
の
憲
法
制
定
議
会
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
員
の
多
く
は
急
進
共
和

派
と
立
場
を
異
に
し
て
お
り
、
普
通
選
挙
は
、
議
会
内
外
の
対
立
を
可
視
的
に
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

一
八
五

O
年
前
後
の
共
和
主
義
者

(8) 

は
、
普
通
選
挙
と
代
表
制
を
批
判
し
、
「
人
民
の
意
思
」
を
よ
り
直
接
的
に
統
治
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
「
直
接
統
治
」
論
を
展
開
す
る
。

コ
ン
シ
デ
ラ
ン
、
リ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ハ
ウ
ゼ
ン
、

ル
ド
リ
ュ
・
ロ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
人
民
主
権
」
と
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
実
現
す
る
た
め

に
、
参
政
権
の
平
等
は
不
十
分
で
あ
り
、
「
人
民
の
人
民
自
身
に
よ
る
直
接
統
治
(
開
2
5
5
2
M
m皇
陛
『

R
ご
官
官
名
】
町
宮
ニ
ロ
T
B
m
s
m
)
」
が

一
八
三

O
年
七
月
革
命
や
一
八
四
八
年
二
月
革
命
に
お
け
る
「
人
民
の
意
思
」
の
直
接
的
現

前
の
経
験
で
あ
っ
た
。
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
が
[
一
八
三
O
年
の
]
三
日
間
公
式
に
そ
の
主
権
を
行
使
し
た
時
、
・
:
彼
ら
の
権
利
と
自
律
に
異

必
要
で
あ
る
。
彼
ら
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、

北法55(5・134)1988



議
を
唱
え
る
こ
と
の
で
き
た
者
が
い
た
だ
ろ
う
か
?
・
:
正
統
な
主
権
は
す
で
に
見
出
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
憲
法
(
の

S
邑
g
g
D
)
と
は
、

(9) 

普
遍
的
人
民
の
存
在
、
思
考
、
意
思
、
自
律
的
行
動
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
。
具
体
的
に
は
、
各
コ
ミ
ュ

l
ン
(
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
て
あ

る
い
は
千
人
の
セ
ク
シ
ョ
ン
毎
に
(
リ
ッ
テ
イ
ン
グ
ハ
ウ
ゼ
ン
)
住
民
投
票
で
意
思
決
定
を
行
う
か
、
中
央
議
会
で
提
案
さ
れ
た
す
べ
て
の

(
ル
ド
リ
ュ
・
ロ
ラ
ン
)
が
提
案
さ
れ
た
。

法
を
国
民
投
票
に
か
け
る
仕
組
み

」
れ
に
た
い
し
て
、

(
叩
)

一
八
五
一
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
一
に
し
て
不
可
分
の
共
和
国
」

ル
イ
・
プ
ラ
ン
は
、

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (3) 

の
中
で
、
次
の
よ
う
な
反
論
を

(
日
)

行
っ
た
。
第
一
に
、
彼
ら
の
主
張
す
る
宜
接
投
票
の
制
度
は
、
実
際
に
は
「
多
数
者
に
よ
る
支
配
」
へ
と
帰
結
す
る
。
「
人
民
」
と
は
、
た

ん
な
る
多
数
者
で
は
な
く
、
「
市
民
の
総
体

(ZEga包
忘
己

2
2♀
g
目
)
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
単
一
の
意
思
を
見
出
す
た

め
に
は
、
直
接
参
〆
加
で
は
な
く
、
命
令
す
る
者
と
従
う
者
と
の
機
能
的
分
業
を
導
入
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
代
表
制
の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
。

(ロ)

第
二
に
、
コ
ミ
ユ

l
ン
や
小
集
団
を
単
位
と
し
た
意
思
決
定
は
、
「
共
和
国
」
の
一
体
性
を
解
体
す
る
。
「
一
に
し
て
不
可
分
の
共
和
国
」
と

は
、
地
方
の
個
別
的
事
情
に
介
入
す
る
地
域
的
権
力
の
集
積
で
は
な
く
、
単
一
の
権
力
、
す
な
わ
ち
「
政
治
的
集
権
化
」
に
基
づ
く
。
「
一

方
で
は
、
政
治
的
集
権
化
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
民
全
体
に
か
か
わ
る
一
般
利
益
の
力
強
く
生
き
生
き
と
し
た
指
導
で
あ
る
。
他
方
で
は
、

行
政
的
集
権
化
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
暖
昧
で
近
視
眼
的
で
貧
欲
な
権
威
が
、
地
方
生
活
の
細
々
と
し
た
事
柄
や
出
来
事
に
介
入
す
る
こ
と
で

(
日
)

あ
る
」
。
両
者
の
論
争
は
、
「
人
民
」
の
意
思
を
ど
の
よ
う
に
見
出
す
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
た
。

以
来
の
「
代
表
」
論
を
忠
実
に
反
復
し
て
い
る
。

ル
イ
・
プ
ラ
ン
の
議
論
は
、
シ
エ
イ
エ
ス

リ
ッ
テ
イ
ン
グ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
「
直
接
統

北法55(5・135)1989

ゴ
ン
、
ン
『
ア
-
ブ
ン
、

一方、

ル
ド
リ
ュ
・
ロ
ラ
ン
、

治
」
論
は
、
普
通
選
挙
と
代
表
制
が
、
現
実
に
は
共
和
派
の
分
裂
を
導
い
た
、
と
い
う
経
験
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
論

一
体
の
「
人
民
の
意
思
」
を
発
見
し
、
表
象
し
よ
う
と
す
る
共
和
主
義
者
の

試
み
が
成
功
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二
帝
政
以
降
、
現
に
存
在
す
る
個
々
人
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
「
人
民
」
の
意
思

争
に
一
不
さ
れ
て
い
る
の
は
、
普
通
選
挙
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
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フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
統
治
像
の
特
徴
を
、
秩
序
観
(
皇
帝
の
象
徴
的
役
割
)
、
直
接
普
通
選
挙

(
1
S
5
5
)
、
「
秩
序
」
と
「
繁
栄
」
に
よ
る
「
社

会
問
題
」
へ
の
対
応
、
と
い
う
三
点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
一
八
四
O
年
の
著
書
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
理
念
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
秩
序
観
を
簡
明
に
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
民
衆
の
解
放
と
い
う
「
政
治
的
」
目
的
を
達
成
し
た
が
、
貧
困
の
廃
絶
と
い
う
「
社
会
的
」
目
的
に
は
失
敗
し

(2) 

た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
よ
る
統
治
は
、
「
秩
序
」
と
「
繁
栄
」
を
同
時
に
保
障
す
る
こ
と
で
、
「
社
会
革
命
と
政
治
革

(3) 

命
の
成
功
」
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
一
八
一
五
年
以
降
、
旧
体
制
の
復
古
が
も
た
ら
さ
れ
、
一
八
三
O
年
の
革
命
も
、
「
無
秩
序
」
と

「
混
乱
」
を
招
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
理
念
」
と
は
、
こ
の
状
態
に
終
止
符
を
打
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
引
き
継
ぎ
つ

(4) 

っ
、
「
秩
序
と
自
由
、
人
民
の
権
利
と
権
威
の
原
則
を
和
解
さ
せ
る
」
た
め
の
理
念
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
秩
序
像
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す

る

は
、
政
治
的
諸
党
派
か
ら
超
越
し
、
国
家
的
偏
見
か
ら
免
れ
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
に
た
や
す

(
5
)
 

く
和
解
で
き
る
兄
弟
の
み
を
見
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
に
、
た
だ
一
つ
の
大
家
族
の
成
員
の
み
を
見
出
す
。
」

一
人
の
「
偉
大
な
人
物
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
分
裂
や
党
派
を
超
越
す
る
立
場
に
身
を
置
き
、
統
治
を
行
う
こ
と
で
、
「
ナ
シ
オ
ン
を
統
合
」
し
、

「
そ
れ
[
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
理
念
]

「
和
解
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
共
和
主
義
者
に
と
っ
て
、
「
友
愛
」
と
は
、
「
人
類
」
「
ナ
シ
オ
ン
」
を
宗
教
的
象
徴
と
し
て

措
定
し
、
そ
の
下
に
帰
属
す
る
こ
と
で
、
人
び
と
を
「
兄
弟
」
と
し
て
表
象
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
理
念
」
に

宮
町
)

一
人
の
「
偉
大
な
人
物
」
が
、
統
合
の
宗
教
的
象
徴
と
な
る
。
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
理
念
と
は
、
福
音
的
観
念
公
忌
n
T
E加
Et

(
6
)
 

の
如
き
も
の
で
あ
る
」
。
そ
の
下
に
帰
属
す
る
こ
と
で
、
「
人
民
」
が
平
等
で
単
一
の
「
家
族
」
と
し
て
表
象
さ
れ
、
「
友
愛
」
が
実
現

お
い
て
は
、

す
る
。こ
の
統
治
は
、
直
接
普
通
選
挙
に
よ
る
皇
帝
へ
の
信
任
(
立
公
皆
吉
)
を
通
じ
て
支
持
を
調
達
す
る
。
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
そ

北法55(5・137)1991



説

れ
[
ナ
ポ
レ
オ
ン
的
理
念
]

(7) 

の
武
器
は
、
人
民
全
体
で
あ
る
」
。
皇
帝
の
超
越
的
権
威
は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
。

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
基
礎
と
す
る
政
府
で
は
、
た
だ
首
長
の
み
が
統
治
権
力
を
有
す
る
。
道
徳
的
力
(
『
。
宮
町

5
2丘
町
)

は
彼
か
ら
し
か
引
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論

き
出
さ
れ
な
い
し
、
憎
し
み
で
あ
れ
愛
情
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
彼
を
直
接
の
起
源
と
す
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
は
、
他
の
い
か
な
る
社
会
よ

(8) 

り
も
、
強
力
な
集
権
化
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
人
民
が
平
等
に
権
利
を
行
使
す
る
社
会
で
こ
そ
、
「
集
権
化
」
が
必
要
と
な
り
、

皇
帝
は
超
越
的
な
権
威
を
穫
得
す
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
権
威
の
下
に
帰
属
す
る
こ
と
で
、
「
人
民
」
の
平
等
と
一
体
性
が
実
現
す
る
。
「
ナ

ポ
レ
オ
ン
的
理
念
」
と
は
、
万
人
の
平
等
と
い
う
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
理
念
と
、
万
人
に
優
越
す
る
一
人
の
支
配
者
の
超
越
的
権
威
と
が

結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、
「
秩
序
」
と
「
繁
栄
」
に
よ
る
「
社
会
問
題
」
の
解
決
を
目
指
し
た
。
一
八
四
四
年
に
著
し
た
「
大
衆
的
貧
困
の

根
絶
』
で
は
、
国
家
の
主
導
に
よ
る
公
共
事
業
(
特
に
農
業
植
民
)
と
、
最
低
賃
金
の
規
定
な
ど
に
よ
っ
て
、
貧
民
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
(9) 

せ
、
そ
れ
を
通
じ
て
国
内
全
体
の
消
費
を
活
性
化
さ
せ
、
全
体
の
「
繁
栄
」
を
実
現
す
る
、
と
い
う
社
会
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
提
唱
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
富
裕
層
の
み
の
支
持
す
る
政
府
で
は
な
く
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
基
づ
く
強
力
な
政
府
が
必
要

(ω) 

で
あ
る
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
が
勝
利
す
る
こ
と
で
、
大
衆
的
貧
困
は
根
絶
さ
れ
る
」
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
一
一
世
の
統
治
の
下
で
は
、
サ
ン
・

(
日
)

シ
モ
ン
主
義
の
影
響
を
背
景
に
、
国
家
主
導
の
下
で
、
鉱
山
・
炭
鉱
労
働
の
拡
大
、
鉄
道
網
の
整
備
、
保
険
の
導
入
、
共
済
組
合
の
奨
励
な

ど
が
行
わ
れ
た
。
経
済
発
展
と
権
威
的
な
社
会
政
策
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
の
統
治
の
下
で
、
帝
政
末
期
に
至
る
ま
で
、
労
働
運
動
や
「
社
会

へ
の
議
論
は
、
相
対
的
に
活
性
化
し
な
か
っ
た
。

問
題
」(

1
)
t
g
E
W
E
S号
内
吾
、
む
き
芯
宮
室
内
S
.
a
m
誌、
E
3
3
也、.門むよ可・品。
M
-

(
2
)
E
C
Z
E
図。
E
ヨ
o
Z
8
。-Eロ
L
F
-
E
2
8
0
-
E
2
0
5
3
L
∞S
-
e
g
向号、
2
2毛
色
尽

S
E
L
-
-・
2
ユ
mL
∞豆七・凶・



(
3
)
8
R・4
唱・品・

(
4
)
同吉弘・・司・∞・

(5)SRA--同
y

唱・

(
6
)
S
H九
七
ニ
-

(
7
)
』
守
ミ
・
唱

5
・

(
8
)
F
o
g
-∞
自
宅
豊
町

Z
E
E
P余
U
g
E和田口同意
-EEg=刊凹

y
g唱
-eE明
白
号

shhミ
§
急

S
R
こ
-EF】∞戸唱・
2
・

(
9
)
F
O
E
-明回
g
a
E
o
Z
8
0広
o
p
会開邑口町四回
Oロ
告
官
E
1
E
5
0
F
-
宝
少
含
口
白
鳥
号
、
2
丸
町
注
意
~
h
g
旬
、
戸
時

-N-EU--∞
戸
署
・
】

S
'
E

(凶

)
S
R
-
司・

5
-

(
日
)
。

g
a
g
dそ巴
r
E
h豆
諸
を
ヨ
皇
て
3
2
H
h
R宣
言
苧
室
内
向
ミ
a
N・3
N手
間
》
包
F
3
E
-
司・凶・

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 

第
二
款

共
和
主
義
の
再
構
成

(ロ)

一
八
五
一
年
十
二
月
二
日
の
ク
ー
デ
タ
の
後
、
帝
政
に
反
対
し
た
共
和
主
義
者
は
、
「
知
的
な
危
機
」
を
経
験
し
た
。
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ア

レ
(
同
己
-m
〈
色
和
田
)

は
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
「
十
二
月
二
日
の
草
刈
り

(g毛
円
W
E
-
-
w円)
の
あ
と
、
あ
る
者
は
気
が
狂
い
、
あ
る

(
日
)

者
は
死
ん
だ
:
・
。
別
の
者
は
、
そ
れ
で
も
[
現
実
を
]
直
視
し
、
理
解
し
た
が
、
貧
困
に
よ
っ
て
力
を
奪
わ
れ
、
辛
苦
に
端
ぎ
、
疲
弊
し
た
」
。

ユ
ゴ
ー
な
ど
四
八
年
世
代
に
共
通
す
る
の
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
、
宗
教
的
な
も

(
M
H
)
 

の
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
直
接
民
主
制
へ
の
親
和
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
第
一
一
帝
政
期
以
降
に
活
躍
す
る
共
和
主
義
者
l
エ

ル
ド
リ
ュ
・
ロ
ラ
ン
、

ル
イ
・
プ
ラ
ン
、
ミ
シ
ユ
レ
、

7
l
ル
・
リ
ト
レ
、
デ
ユ
ポ
ン
・
ウ
イ
ッ
ト
、

エ
テ
イ
エ
ン
ヌ
・
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
、

ユ
ジ
ェ
ン
ヌ
・
ベ
ル
タ
ン
、
ジ
ュ
ー
ル
・
パ
ル
ニ
、

フ
レ
ッ
ド
・
フ
イ
エ
な
ど
l
は
、
絶
対
的
な
も
の
や
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
拒
否
し
、
理
性
と
「
科
学
」
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
哲
学
的
ア
ル

北法55(5・139)1993
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(
日
)

弁
証
を
模
索
す
る
。
彼
ら
は
、
共
和
派
知
識
人
が
民
衆
層
を
統
合
す
る
た
め
に
援
用
し
た
共
和
体
制
の
論
理
が
、
そ
の
ま
ま
帝
政
の
正
当
化

に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
第
二
共
和
政
以
前
の
共
和
主
義
者
と
異
な
り
、
四
八
年
以
降
の
世
代
は
、
帝
政

と
共
和
政
と
を
区
別
す
る
指
標
を
、
「
友
愛
」
の
共
和
主
義
、
普
通
選
挙
制
、
社
会
政
策
の
漸
進
的
実
現
と
い
う
点
の
み
に
求
め
る
こ
と
は
(
日
)

で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
拠
っ
て
立
つ
べ
き
地
点
は
、
よ
り
原
理
的
な
次
元
に
お
け
る
「
共
和
主
義
」
の
弁
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
「
友
愛
」
批
判
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
、
カ
ン
ト
主
義
と
「
人
間
性
」
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
文

の
試
み
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

論

脈
に
お
け
る
「
共
和
主
義
の
再
構
成
」

(
一
)
「
友
愛
」
批
判

新
し
い
世
代
の
共
和
主
義
者
に
共
通
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
距
離
を
取
り
、
十
九
世
紀
前
半
の
「
友
愛
」
概
念
を
批
判
す
る
こ
と
で

あ
る
。
ラ
ル

l
ス
は
、
「
十
九
世
紀
大
事
典
」

3
5
5
E
E
C
5・
csミ
九
九
円
号
、
ヨ
ミ
ミ

S
Eと
え
を
M

門司
J
骨
F
Eま
ム
ヨ
∞
)
に
お
い
て
、

「
友
愛
(
昨
民
自
回
転
)
」
を
、
自
由
・
平
等
と
異
な
り
「
特
定
の
成
文
法
の
対
象
と
な
り
え
な
い
も
の
」
と
述
べ
た
。
「
友
愛
」
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
法
の
背
後
に
あ
っ
て
、
社
会
秩
序
を
支
え
る
「
相
互
の
愛
と
慈
善
の
感
情
(
お
き
5
2同
)
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
暖
味
で
、
不
正
確

な
も
の
」
に
と
ど
ま
る
。
パ
ル
ニ
は
、
「
友
愛
」
を
「
隣
人
を
己
自
身
の
如
く
愛
せ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
格
律
と
同
列
の
も
の
と
論
じ

た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
友
愛
は
、
厳
格
な
法
に
関
す
る
事
柄
で
は
な
く
、
む
し
ろ
慈
善

(
E
S
S
E
g
g
)

(
げ
)

で
あ
り
、
立
法
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
習
俗
に
依
存
す
る
」
。

や
愛
(
同
BCC吋
)
に
関
す
る
事
柄

こ
う
し
た
「
法
」
と
「
モ
ラ
ル
」
「
習
俗
」
と
の
対
比
は
、
こ
の
時
期
の
共
和
主
義
者
に
共
通
す
る
図
式
で
あ
っ
た
。
明
確
に
限
定
さ
れ

な
い
「
モ
ラ
ル
」
を
法
的
概
念
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
介
入
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
は
次
の
よ

う
に
言
う
。
「
自
由
・
平
等
は
原
理
で
あ
る
が
、
友
愛
は
感
情
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
感
情
は
、
ど
れ
ほ
ど
強
く
、
深
く
、

北法55(5・140)1994



一
般
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
法
で
は
な
い
:
・
。
愛
情
と
い
う
モ
ラ
ル
は
ど
こ
へ
至
る
だ
ろ
う
か
?
正
義
を
踏
み
に
じ
る
盲
目
の
慈
善
で
あ
る
。

(
国
)

友
愛
の
政
治
は
ど
こ
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
?
自
由
と
人
聞
の
尊
厳
の
無
視
で
あ
る
」
。
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
は
、
「
あ
る
が
ま
ま
の
社

会
(
目

2
5恥
骨

E
E
B
)
」
と
「
正
義
に
基
づ
く
社
会

(
8丘
公
私
骨
』

Z
E
B
)
」
と
を
区
別
す
る
。
「
友
愛
」
と
は
、
現
に
存
在
す
る
諸
個
人

(

川

口

)

の
あ
い
だ
の
平
等
を
求
め
る
「
自
然
的
感
情
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
「
正
義
」
が
求
め
る
の
は
、
人
び
と
が
権
利
の
平
等
(
「
市
民

(
初
)

的
平
等
(
弘
明
白
口
広
口
三
ぽ
)
」
も
し
く
は
「
政
治
的
平
等
(
臥
明
白
-
志
ち

E
官
同
)
」
)
を
尊
重
し
あ
う
こ
と
で
あ
る
。
「
市
民
的
平
等
」
は
、
職
業

や
役
割
の
多
様
性
を
否
定
し
・
な
い
。
彼
の
前
の
世
代
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
「
友
愛
と
い
う
自
然
的
感
情
」
と
区
別
さ
れ
た
「
政
治
的
概
念

(
幻
)

へ
の
理
解
で
あ
っ
た
。

(ロ。
E
O口
問
v
o
-
-
E
S
z
m
)
」

フランス福祉国家の思想的i原流(1789-1910年)(3) 

(n) 

一
八
人
O
年
の
時
点
で
次
の
よ
う
な
「
友
愛
」
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
革
命
以
降
の
社
会

思
想
の
キ
l
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
「
友
愛
」
に
は
、
様
々
な
理
解
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
「
法
」
「
理
念
」
と
し
て
の
「
友
愛
」
は
、
「
愛

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
イ
エ
は
、

情
」
「
感
情
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
「
慈
善
」
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
「
慈
善
」
を
成
り
立

(
幻
)

た
し
め
る
の
は
、
人
間
同
士
の
関
係
で
は
な
く
、
個
々
の
人
聞
を
超
越
し
た
「
神
」
へ
の
愛
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
び
と
を
統
合

(μ) 

す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
人
び
と
の
外
部
、
人
び
と
を
超
越
し
た
も
の
を
考
慮
に
入
れ
る
」
。
こ
う
し
た
超
越
的
存
在
の
下
に
帰
属
す
る
こ
と

で
、
人
び
と
が
単
一
の
共
同
体
を
形
成
し
、
「
慈
善
」
と
い
う
感
情
で
結
ぼ
れ
る
。
一
方
、
近
代
の
特
徴
は
、
「
人
間

(
Z
B
B
O
)
の
価
値
と

(
お
)

尊
厳
を
、
超
越
的
目
的
や
神
学
的
信
仰
に
従
属
さ
せ
」
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
友
愛
」
と
は
、
神
や
自
然
な
ど
の
超
越
的
・
外
的
価
値
で
は

(
お
)

な
く
、
人
間
同
士
の
自
発
的
関
係
の
内
部
に
見
出
さ
れ
る
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
内
在
的
理
念
と
し
て
の
「
友
愛
」
は
、
「
正

(
幻
)

義
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
明
確
な
「
対
象
・
目
的
・
規
則
」
を
与
え
ら
れ
る
。
フ
イ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
正
義
」
は
「
杜

(
お
)

会
科
学
」
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
。

北法55(5・141)1995 

パ
ル
ニ
、
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
、

フ
イ
エ
に
共
通
す
る
の
は
、
現
に
存
在
す
る
諸
個
人
を
結
び
つ
け
る
無
制
約
な
「
感
情
」
「
愛
情
」
と
、
政
治



説

的
秩
序
を
成
り
立
た
し
め
る
、
限
定
さ
れ
た
「
正
義
」
と
の
区
別
で
あ
る
。
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
は
言
う
。
「
社
会
を
構
成
す
る
〔
あ
る
が
ま
ま
の
〕

(
m
U
)
 

諸
個
人
は
、
市
民
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
権
利
と
義
務
を
認
識
し
て
い
る
人
び
と
と
同
列
に
は
扱
え
な
い
」
。
言
い
換
え
れ
ば
、
諸
個
人
は
、

論

四
八
年
世
代
の
共
和
主
義
者
の
主
張
し
た
よ
う
に
、
情
緒
的
「
友
愛
」

で
結
ぼ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
民
」
と
い
う
単
一
の
政
治
的
集

合
を
形
成
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
正
義
」
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
政
治
体
を
担
う
「
市
民
」
と
な
る
。
「
正
義
」

は
、
自
然
や
神
と
い
っ
た
外
的
・
超
越
的
価
値
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
社
会
」
に
内
在
す
る
原
理
で
あ
り
、
「
科
学
」
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
る
。
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
は
、
絶
対
的
権
威
を
前
提
す
る
宗
教
と
、
個
人
の
自
由
な
検
討
を
前
提
す
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
両
立

(
ぬ
)

し
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
や
パ
ル
ニ
に
と
っ
て
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
、
人
び
と
の
関
係
に
内
在
す
る
原
理
に
よ
っ
て

規
制
さ
れ
た
「
社
会
」
で
あ
る
。

士
乙
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
末
に
至
る
ま
で
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
語
は
、
無
教
養
な
民
衆
に
よ
る
専
制
支
配
と
し
て
、

否
定
的
な
含
意
を
有
し
て
い
た
。

一
八
三
0
年
代
以
降
の
用
法
で
は
、
特
定
の
政
治
体
制
と
い
う
よ
り
も
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
の
平
等
化
へ
と

(
幻
)

向
か
う
社
会
的
傾
向
や
運
命
的
な
力
を
指
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
た
。
四
八
年
前
後
の
社
会
主
義
者
や
共
和
主
義
者
は
、
平

等
の
行
き
渡
っ
た
社
会
状
態
と
、
人
民
主
権
の
実
現
し
た
政
治
体
制
と
を
混
同
し
、
共
和
政
の
み
な
ら
ず
、
社
会
主
義
の
目
指
す
社
会
と
同

じ
も
の
と
し
て
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
用
い
た
。
例
え
ば
、
フ
ー
リ
エ
主
義
者
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
の
編
集
す
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
パ
シ
フ
イ
ツ

(

明

記

)

ク
」
で
は
、
「
す
べ
て
の
社
会
主
義
者
は
共
和
主
義
者
で
あ
り
、
す
べ
て
の
共
和
主
義
者
は
社
会
主
義
者
で
あ
る
」
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

コ
ン
シ
デ
ラ
ン
の
一
八
四
七
年
の
著
作
「
十
九
世
紀
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
宣
言
』
で
は
、
政
治
的
権
利
の
平
等
の
み
を
唱
え
る
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
、
私
有
財
産
の
撤
廃
を
唱
え
る
社
会
主
義
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
区
別
さ
れ
た
、
穏
健
な
社
会
の
組
織
化
に
よ
る
「
平
和
的
デ
モ
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ク
ラ
シ

l
」
(
庶
S
o
n
g丘
町
宮
一

nsscm)

(
お
)

の
実
現
が
主
張
さ
れ
た
。

フランス福祉国家の思想的源流(l789~191O年) (3) 

第
二
共
和
政
が
挫
折
す
る
と
、
第
二
帝
政
下
の
共
和
主
義
者
の
あ
い
だ
で
は
、
「
レ
ピ
ユ
ブ
リ
ク
」
に
代
わ
っ
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と

(M) 

い
う
語
の
使
用
が
一
般
化
す
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
自
身
が
、
皇
帝
支
配
を
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
社
会
」
と
結
び
付
け
て
い
た
こ
と
は
、

す
で
に
指
摘
し
た
。
帝
政
に
反
対
す
る
共
和
主
義
者
の
聞
で
も
、
ヴ
ア
シ
ュ
ロ
、
パ
ル
ニ
、
プ
レ
ヴ
ォ
ス
ト
・
パ
ラ
ド
ル
な
ど
に
お
い
て
、

(
お
)

こ
の
語
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
、
人
民
主
権
や
普
通
選
挙
権
と
い
う
政
治
的
権
利
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
正
し
い
「
習
俗
」
「
モ
ラ
ル
」
に
支
え
ら
れ
る
体
制
で
あ
る
。
プ
レ
ヴ
ォ
ス
ト
・
パ
ラ
ド
ル
は
、
王
政
で
あ

(
お
)

れ
帝
政
で
あ
れ
共
和
政
で
あ
れ
、
「
民
主
的
体
制
・
:
を
持
た
ず
と
も
、
社
会
は
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
う
る
」
と
主
張
す
る
。
パ
ル
ニ

(
幻
)

に
よ
れ
ば
、
「
善
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
・
:
モ
ラ
ル
に
依
拠
す
る
時
に
の
み
、
悪
徳
を
避
け
、
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
ヴ
ア

シ
ュ
ロ
は
、
「
自
由
」
の
精
神
が
根
づ
い
た
社
会
状
態
を
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
称
し
た
。
彼
ら
は
、
普
通
選
挙
権
や
労
働
の
権
利
に
よ
っ

の
挫
折
を
踏
ま
え
、
自
ら
の
求
め
る
社
会
状
態
を
、
「
レ
ピ
ュ
ブ
リ
ク
」
で
は
な
く
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
称
し

て
成
り
立
つ
「
共
和
国
」

た
。
そ
れ
を
成
り
立
た
し
め
る
の
は
、
特
定
の
政
治
制
度
や
国
制
で
は
な
く
、
善
き
「
習
俗
」
「
モ
ラ
ル
」
で
あ
る
。
「
モ
ラ
ル
」
を
根
づ
か

せ
る
た
め
に
は
、
「
科
学
」
に
基
づ
く
教
育
、
家
庭
の
役
割
、
コ
ミ
ュ

l
ン
を
中
心
と
し
た
分
権
化
が
必
要
で
あ
る
。
善
き
「
モ
ラ
ル
」
を

導
出
し
、
哲
学
的
に
正
当
化
す
る
た
め
に
、
こ
の
時
期
の
共
和
主
義
者
た
ち
に
受
容
さ
れ
た
思
想
が
、
カ
ン
ト
哲
学
で
あ
っ
た
。

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
第
二
帝
政
末
期
の
共
和
主
義
者
の
問
題
構
成
を
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
は
、
「
政
治
的
な
も
の
」
の
再
検
討
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
法
的
・
政
治
的
領
域
と
「
モ
ラ
ル
」
の
領
域
と
を

区
別
し
よ
う
と
し
た
政
治
経
済
学
や
社
会
経
済
学
は
、
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
を
、
公
権
力
の
介
入
で
は
な
く
、
私
的
扶
助
の
組
織
化
と

下
層
階
級
の
「
モ
ラ
ル
化
」
に
委
ね
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
階
層
的
社
会
観
を
前
提
と
し
た
こ
の
対
応
は
、
個
人
の
自
発
性
や
自
律
性
の

北法55(5・143)1997



説

一
八
四
0
年
代
以
降
、
問
題
を
「
政
治
化
」
す
る
こ
と
へ
と
帰
結
し
た
。
他
方
で
、
法
的
・
政
治
的
領
域
と
「
モ
ラ
ル
」

の
領
域
と
を
同
一
視
し
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
「
政
治
的
」
な
語
棄
で
語
ろ
う
と
し
た
「
社
会
的
共
和
主
義
」
は
、
「
友
愛
」
の
法
制
化
の

不
可
能
性
に
直
面
し
、
強
い
国
家
と
秩
序
の
安
定
を
実
現
す
る
と
称
す
る
権
威
主
義
体
制
へ
と
転
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
帝
政
末
期

の
共
和
主
義
者
は
、
「
モ
ラ
ル
」
の
哲
学
的
探
求
を
通
じ
た
「
法
」
の
再
定
義
と
い
う
形
で
、
両
者
の
関
係
を
聞
い
直
し
て
い
く
。

第
二
は
、
「
平
等
」
観
の
再
検
討
で
あ
る
。
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
「
人
民
」
概
念
を
め
ぐ
る
理
念
的
平
等
主
義
と
事
実
的
不

平
等
と
の
議
離
が
問
わ
れ
続
け
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。
「
人
民
」
の
「
代
表
」
と
い
う
機
制
に
よ
っ
て
、
実
質
的

に
上
層
階
級
と
下
層
階
級
の
不
平
等
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
政
治
経
済
学
・
社
会
経
済
学
に
た
い
し
、
社
会
的
共
和
主
義
は
、
「
人
類
」
へ

の
宗
教
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
介
し
て
、
平
等
の
実
質
化
を
主
張
し
、
国
家
に
よ
る
諸
権
利
の
実
現
を
訴
え
た
。
第
二
帝
政
か
ら
第
三
共
和

政
期
に
か
け
て
の
共
和
主
義
者
の
課
題
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
論
理
に
よ
っ
て
、
共
和
国
を
支
え
る
「
人
民
」
の
意
思
を
規
定
し
、
理
念

的
平
等
と
事
実
的
不
平
等
と
の
誰
離
を
媒
介
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
方
で
、
「
友
愛
」
の
論
理
を
引
き
継
ぎ
、
公
権
力
の
一
定
の

介
入
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
制
約
す
る
論
理
を
模
索
す
る
。
他
方
で
は
、
労
働
者
階
級
の
「
モ
ラ
ル
化
」
と
い
う
課
題
を
「
新
し
い
慈
善
」

か
ら
引
き
継
ぎ
、
教
育
を
通
じ
た
「
市
民
」
の
育
成
を
、
最
も
重
要
な
課
題
と
見
な
す
。
家
庭
の
強
化
、
国
家
権
力
の
分
権
化
に
加
え
、
国

家
に
よ
る
公
教
育
が
、
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
、
社
会
経
済
学
な
ど
と
の
あ
い
だ
で
、
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
主
要
な
政
治
的
争
点
を
形
成

(
お
)

す
る
。

位
置
を
与
、
え
ず
、

論

最
後
に
、
以
上
の
変
化
の
基
層
に
見
出
せ
る
の
が
、
「
社
会
」
観
の
聞
い
直
し
で
あ
る
。
革
命
期
の
共
和
主
義
に
お
け
る
、
抽
象
的
個
人

か
ら
成
る
単
一
の
政
治
的
集
合
体
と
い
う
理
念
、
「
社
会
経
済
学
」
に
見
ら
れ
る
、
権
利
の
平
等
と
区
別
さ
れ
た
階
層
的
社
会
集
団
の
複
合

体
と
い
う
捉
え
方
、
そ
し
て
一
八
四
八
年
を
中
心
と
し
た
「
社
会
的
共
和
主
義
」
に
見
ら
れ
る
、
共
通
の
象
徴
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
想
像
的

共
同
体
(
政
治
と
社
会
の
結
合
)
と
い
う
理
念
に
た
い
し
、
第
二
帝
政
か
ら
第
三
共
和
政
に
か
け
て
の
共
和
主
義
者
は
、
不
平
等
と
差
異
を
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は
ら
ん
だ
具
体
的
諸
個
人
の
関
係
に
内
在
す
る
秩
序
原
理
を
「
科
学
的
」
に
表
現
す
る
新
し
い
「
社
会
科
学
」
を
唱
え
る
(
社
会
学
の
制
度

化
)
。
こ
の
よ
う
な
「
社
会
」
観
の
哲
学
的
前
提
と
し
て
、
カ
ン
ト
主
義
と
実
証
主
義
が
導
入
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
知
的
動
向
を
背
景

と
し
て
、
十
九
世
紀
末
に
「
連
帯
主
義
」
が
生
ま
れ
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
広
範
に
受
容
さ
れ
る
と
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
福
祉
国

家
の
原
型
を
準
備
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年)(3) 
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c
t
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な
ど
一
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、

動
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点
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圏
内
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失
わ
れ
た
こ
と
で
、
共
和
主
義
者
の
活
動
は
思
弁
的
な
方
向
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
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